
明
治
維
新

の
論

理
と
構
想

三

・完
)

-

木
戸
孝
允
を
中
心
に
ー

ー

五
十
嵐

暁

郎

三

「大
條
理
」
髪

明
さ
れ
た
董

制
中
央
集
欝

家
建
設
の
暴

を
達
成
す
る
た
め
に
・
木
戸

・大
久
保
ら
倒
幕
派
の
と
っ
た
戦
略
は
・

幕
府
側
の
敵
対
的
行
動
は
も
ち
ろ
ん
の
.、
と
、
土
佐
藩
が
提
起
し
た
大
政
素

、
列
藩
義

政
体
論

と
い
う
議

的
な
コ
三

を
も
排
除

し

て
、

政
治
状
況
を

ひ
た
す
ら
武
力
的
対
決

へ
持
ち
込
も

う
と
す
る
こ
と

で
あ

っ
た
。
鳥
羽

・
伏
見

の
号
砲

は
・
そ

の
ま
ま
彼
ら

の
意
志

咳雛

糞
嚢

難

鞭
輔轄

存羅

蕪

筆

羅
漿
嫡礁
趣

譲

難
蕎

霧

暴

穆
.講
.籔

L鐸

舞

羅
燵
韓
難

ばな・

だ
が
同
時

に
木
戸

は
、
戊
辰
撃

の
内
乱

は
必
然

で
あ

る
の
み
な
ら
ず
、
器

遂
行

の
た
め
に
必
緊

も
あ
る
と
考

え
て
い
た
・

つ
ま

り
、

こ
の
糞

に
、

禺

に
謬

す

る

エ
ネ

ル
ギ

を
利
用

し
て
、

罷

な

か
ぎ
り
旧
体
制
を
破
壊
し
・
新
国
蓬

設

の
地
な
ら
し
を
行
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お
う
と
い
う

の
が
木
戸

の
ね
ら

い
で
あ

っ
た
・
徳
川
三
百
年

の
支
配
を
廃
止
し
、

ト
ー
タ

ル
な
甕

t

壷

新
」
を
実
現
す
る
た
め

護
議

犠

醗
叢
掛
響
嚇雛

灘
　

表
之
療
治

に
馳

せ
・
筋

骨
よ
り
復
す

る
の
手
段

後

得

は
、
肇

を
発
表
し
て
か
り
尽
し
候
之
両
手
段
外
有

之
間
敷
欺
L

と
杢

昼

ゴ.
し

切

る
。

こ

こ
に
は
革

命

遂
行

へ
の
木

戸

の

ラ
デ

ィ
カ

ル
な
姿
勢

が

み
ら
れ

る
。

こ
の
よ
う
に
急
進
嚢

的
な
政
治
指
導

へ
と
木
一　
を

つ
き
動

か
し
て

い
た
鍵

の

;

は
、
葉

の
政
争

や
戦
闘

で
落
命

し
た
同
志

に

た

い
す
る
責
任
感

で
あ

っ
た
・

維
新
後

の
木
戸

の
日
記
や
書
翰

か
ら
は
、

随
所

に
、

彼

ら
の

死
や
彼
ら

の

誠

心
L

ξ

い
て
の
思

い

と
、
そ
れ
が
変
革

の
曲
折

を
さ
ま
よ
い
つ
づ
け
て
い
る
自
分

へ
の
自
責

の
念
差

っ
て
い
る
こ
と
が

う
か
が

わ
れ
る
。
棊

ら
蔑

派

の

志

士
た
ち
は
も
と
よ
り
・

長
州
萬

に
お
い
て
も
久
坂
や
高
杉
は
じ

め
多
く

の
同
志
が
、
自

ら
の
生
命
を
賭
け
て
希
求

し
た
峯

蓬

成

さ
れ
る
日
を
見

と
ど
け
る

こ
差

く
・
悲
壮

か
つ
無
念

の
最
後

を
遂
げ
て

い

っ
た
。
そ

の
よ
う
な
彼
ら

の
死
に
た
い
す
る
思

い
が
、
生
き

残

っ
た
身
を
さ

い
な

み
・
そ

の
峯

を
完
成

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と

い
う
責
任
感

と
な

っ
て
、
木
戸

の
魂

を
内
部

か
ら

つ
き
動

か
し

毅
製

縫

馨

犠
帥蕪

罷

難

鶴

黙
物鷲
纏
態
へ灘

け

て
木
戸
を

い

っ
そ
う
駆
り
た
て
ず

に
は
お
か
な
か

っ
た
し
、

ま
た

「真

之
大
些

新
」

を
遂
行

し
、

「
皇
国
を
糞

し
億
兆
を
保
護
す

る
」
と

い
蓮

想
を
掲
げ

る
の
に
躊
躇

さ
せ
な

か

つ
壌

そ
し
て
そ

の
理
想

の
も
と

に
、

茎

剛
述

の
よ
う

に
中
央
政
府
官
僚
と
し
て
の

自
覚
ゆ
え

に
・
木
戸

鍍

治
家
と
し
て
の
責
任
倫
理
や
公
平
な
立
場
を
と
る
べ
き

こ
と
を

つ
ね
に
強
調
し
た
の
で
あ

る
。

だ
が
・
戊
辰
撃

の
勝
利
が
難

的

と
な

っ
た

も

か
か
わ
ら
ず
、
木
戸

に
と

っ
て
、
彼

の
め
ざ
す

「
大
政

薪

」

は
次
箆

手

の
中
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明治維新の論理と構想

か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
つ
つ
あ
る
よ
う
に
さ
、愈

わ
れ
た
。
屡

将
来
之
大
勢
を
推
荏

候
庭
、
含

之
人
情
需

相
移

り
候
時
は
・

大
墜

新
之
御
ヒ.
趣
も
乍
恐
い
か
鼠
相
成
可
申
鰍
。
元
来
、
御

薪

之
御

薪

た
る
所
以
は
、
皇
国
を
御
維
鍍

為
遊
候
而

こ
そ
・
需

其
御
名

実
相
叶
候
鐸
繍

座
候
庭
、
嚢

可
藪

は
、
宇
内
美

勢
に
対
し
候
鷺

、
皇
国
之
急
昨

呈

り
含

に
迫
り
候
庭
・
瞥

苗剛
之

享

定
に
而
上
下
と
も
其
理
穰

仕
兼
、
多
く
は
含

昊

安
堵
仕
候
而
、
前
途
大
興
起
音

的
更
箱

窺
は
れ
不
申
・
尤
春
来
徳

川
氏
姦

面
姦

挫
ぎ
候
は
、
大
政

薪

に
お
ゐ
て
不
得
止
之

裸

理
に
て
、
是
而
巳
需

大
政

薪

は
相
済
候
も
の

と
想

得
候
而
は
・
天
下
億

暮

生
之
大
罪
人
に
政
府
は
相
肇

候
。
前
途
之
目
的
相
窺
は
れ
す
と
申
候
も
、
天
下
之
建

も
自
分

窪

は
兎
も
角
も
・
其
葵

々
に

於
て
は
功
名
之
念
勃
々
に
而
、
諸
肇

而
纂

之
需

己
之
外
畿

論
も
無
之
、
茎

纂

之
時
よ

り
も
自
然
と
驕
気
は
相
募
り
・
藩
力

を
以
我
攣

相
応
に
朝
廷
へ
申
立
、
名
義
巌

名
分
姦

喋
々
申
候
も
、
多

く
は
需

已
に
成
行
・
宇
内
之
大
勢
藁

し
皇
国
を
し
て
萬

世
維
持
仕
候
な
と
申
邊
之
所
作
ぶ
り
は
毫
も
賀

不
申
、
唯
色

に
利
を
裂

様
嵐

習
箱

移
り
・
却
而
人
の
非
は
探
り
・
人
之
能
は

妬
諮

人
の
覆

怒
り
、
元
番

本
之
人
規
幾

少
と
申
慮
も
可
有
之
候
得
共
、
全
其
而
巳
に
も
無
之
・
大
道
之
衰
た

る
慮
も
可
相
之
・

笙

大
政
藁

於
て
は
肝
琴

る
金
.計
音

的
も
倉

相
立
不
申
、
是
亦
含

之
姿
に
而
は
、
日
本
も
大
政
官

も
會
計
に
而
つ
ぶ
さ
れ
候

　
　
ば
　
　
ヒ

新
政
府
箋

.
た
人
々
は
倒
幕
を
も
.
て

「大
甦

新
は
相
済
候
も
の
」
三

大
安
極

し
・
諸
藩
は
「功
名
之
念
勃

々
」
と
し
三

驕

気
L
を
つ
の
ら
せ
、

た
が
い
に
利
華

争
う
有
様
で
あ
る
。
対
外
的
独
妾

聾

す
る
た
め
に
将
来
の
方
針

(「根
臨

を
真
剣
に
考
え

よ
う
と
す
る
霞

少
な
い
。
新
政
府
罐

固
た
る
方
針
を
欠
い
て
た
え
ず
舞

し
、
そ

の
土
台
は
早
く
も
亀
裂
を
生
じ
つ
つ
あ
っ
た
・
加

馨

辮
蘇

鞍

轟

験
難
縫
国建
簸
騨

、縫
鞭
難

議
癌

し

つ
づ

け

て

い
た
。

Czol)

一



天

六
八
年

(明
治
元
)
か
ら

翠

に
か
け
て
木
戸
が
提
唱

し
た
舞

論
は
、

.あ

よ
う
な
危
機
を
乗

り
切
り
、

国
内
政
治
勢
力
姦

96

力

か

つ
急
速

籍

集

し
て
・
近
代
国
蓬

設

へ
再
び
舵
を
取

り
な
お
す
た
め
に
彼
が
と

.
た
融

で
あ

.
た
.
誕
生
間
も
な

い
新
政
府

に

の

と

っ
て
き
わ
め
て
大
嬰

こ
の
計
画

は
・
明
ら

か
に
幕
末
長
州
藩

の
割
拠

の
際

に
発
見

し
た
、
対
外
穰

簗

団
内
部

の
対
妾

和
ら
げ

⑫

結
束

を
強
化
す

る
と

い
う
政
治

の

一
般
法
則

か
ら
ヒ
ソ
表

得

て
い
る
と
思

わ
れ
る
。

つ
ま
り

「
発
丑
已
来
」

の
外
圧

の
危
懸

が
人

々

の
政
治
意
識

の
藷

と
な

ぞ

い
る

こ
と
暑

目
し
、
今
度

篶

図
的

に
対
外
的
暴

を
作
り
出
し
、
そ
れ

へ
の
人

々
の
反
応

を
利
用

し

て
国
内

の
結
束
と
政
府

へ
の
協
力

を
引
き
出

し
、

こ
の
難
事
業
を
遂
行

し
よ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。

と

こ
ろ
で
・

こ
の
よ
う
慧

図
を
も

つ
侵
略
行
為
を
、

木
戸

は
次

の
よ
う

に

「
A
・
理
化
」

し
て
い
る
。
(耀

と

い

へ
と
も
響

に
之
を

征
す
乏

あ
ら
す
・
宇
内

の
條
理
を
鋒

す

る
也
・
篠

理
を
欲
推
も

の
は
、
則
我
国
是
を
以
て
す
る
所
也
。
L

こ
こ
三

宇
内

の
條

理
」

「
国
是
」

と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
・
国
際
社
会

へ
の
参
加

で
あ

り
團

肇

で
あ
る
。

つ
ま
り
国
際
社
会

へ
の
参
架

世
界

の
大
勢

で
あ

り
・

朝

鮮

も

こ
れ

に
応

じ

て
開

国
す

べ

き

だ

と

い
う

の
が

、

こ

こ
で

の
木
戸

の
論

理

で
あ

る
。

そ
れ
で
は
木
戸
は
・
季

内
の
條
理
L
が
・
そ
れ
に
服
従
す
べ
き
普
遍
的
程

あ
る
い
は
服
従
す
乏

足
る
秩
序
、
規
範
に
よ
っ
嚢

打

ち
さ
れ
保
障
さ
れ
て
い
る
と
考

毛

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
木
戸
の
国
際
社
会
観
は
、
当
時
国
際
社
会
を
律
す
る
墜

の
爆

陛

盤

考
え
ら
れ
て
い
た
万
国
公
法
に
つ
い
て
の
認
蓮

端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
「兵
力
不
調
と
き
は
萬
国
公
法
も
元
よ
り
不
可
信
」
彼
は
述

べ
て
い
る
・
「薗

公
法
な
ゼ

申
候
而
も
、
是
又
人
之
国
を
奪
ひ
候
之
道
是

而
、
毫
も
油
断
不
相
成
、
含

世
間
籍

集

相
開
け
居

睡
難

難

馨

雑
鞍

幽鞭

難
驚
礁

と羅

繕
雑
鰺

ブ蠣

ア
諸
国
を
植
民
地
化

し
よ
う
と

い
う
・
あ
く

こ
と
な
き
欲
望
を
も

っ
た
西
欧
列
強

の
パ

ワ
来

リ
一プ
ィ
ク
ス
が
横
行
す
る
の
が
国
際
社
会

の
現
実

で
あ

る
・
そ

こ
に
籍

国
察

服
従
す
る
規
範
は
、

い
か
な
る
意
味

に
お
い
て
も
存
在
し
な

い
。

こ
の
よ
う
な
木
戸

の
国
際
社
会



明治維新の論理と構想

嘲
に
よ
れ
ば
、
「宇
内
の
條
理
」
の
現
実
は
、

西
欧
列
強
に
よ
る
麓

地
化
の
愚

を
秘
め
た

『
コ
イ
ス
テ
チ

な
開
国
の
要
求
に
ほ

カ
な

ら
な

い
。

そ
し

て
ま
た
、

「宇
内

の
條

理
を
欲
推
す
る
」

と
は
、

西
欧
列
強

の
そ

の
よ

う
な
慶

に
な
ら

っ
た
行
動
を
朝
鮮

に
向
け

て
と
る
,」
と

に
ほ
か
な
ら
な

い
で
あ

ろ
う
。
「
轟

に
光
輝

を
告

候

は
こ
こ
に
始
り
撃

と
愚
考
仕
墜

と

い
う
言
藩

は
・
対
外
的

独
立
維
持
と
い
う
立
場
を

、
え
て
、
将
来

ア
ジ

ア
に
た
い
す

る
繧

的
な
地
位

を
獲
得

し
た
い
と
す
る
木
戸

の
願
望
が
投
影
さ
れ

て
い
よ

う
。

少
な
く
と
も
、

.」
こ
に
は

「
大
條

理
」
を
掲
げ
た

と
き
に
暑

た
よ
う
な
、

普
遍
的
理
套

喬

す

る
姿
勢
は
見
ら
れ
な

い
・
「
條

理
」
鏡

状
藷

的
な
現
実
嚢

に
陥
っ
て
い
る
の
で
あ
る
.
「安
心
不
相
成
婁

と
い
う
・
葵

丑
」
の
恐
怖
感
を
そ
の
ま
ま
ひ
き
ず

っ
た
、
国
際
社
会

の
動
向

に
た
い
す
る
木
戸

の
強

い
警
戒

の
念

は
、
終
生
変

る
こ
と
な
灸

の
政
治
思
想

を
規
定

し
続
け

た
の
で
あ

り
、

そ
れ
ゆ
、兄
ξ

」
か
ら
は
、
冷
た

い
打
算

に
み
ち
た
、
そ

の
藻

で
は
夢

ル
な
外
交
築

打
出

さ
れ
て
い
く

の
で
あ
る
.

は欝
儲藤

鵜
総
叢
難
騒馨

群
「獣
難

藻
難

鐘

耀

.」
れ
以
上
よ
い
方
法
は
見
当
ら
な
い
。
我
国
は
畢

的
に
み

て
圧
倒
的
緩

勢
で
あ
り
、
右
の
目
的
に
そ
っ
三

進
告

在
重

を
得

髪

舞

鰻

.
っ
ま
り
自
国
の
近
代
化
の
た
め
に
隣
国
を
侵
略
し
、
+
分
に
利
用
し
?

す
こ
と
が
で
き
る
毒

の
が
・
木

た縫
為纏

黙

麟

鰭

囎鉱
饗

暴

叢

腰

で籍

箭
射

纏
難

捌
轄

難

熱
鯖

帰講

欝

諜

繁

諺

鱒
て
ナシ
ョナリス一…

㈲

そ
も
そ
も
新
政
府

は
、

.、
の
段
階

で
は
、
幕
藩
体
制

の
馨

そ

の
も

の
に
は
決
定
的
な
変
更
を
加

え
る
レ」
と
な
く
・

い
わ
ば
幕
府
と
そ

卯



の
権
力

の
座
を
交
代

し
た

す
ぎ

な
か

っ
た
・
む
し
ろ
、

固
有

の
軍
事
力
を
保
有

し
な

い
と

い
う
占
描で
は
、
幕
府

と
は
比
較

に
な
ら
ぬ
ほ

98

ど
・
新
政
府

の
権
力
蓋

は
脆
弱

で
あ

っ
た
・
そ

の
た
め
に
、
新
政
府
は
薩
長

は
じ
め
雄
藩
、

こ
と

に
そ

の
軍
隊

に
依
存

せ
ざ

る
を
.κ
な

か

っ
た
・

そ
の
葦

・
覇

廷

は
自

ら
獲

に
傾
き
・
甕

は
又
其
兵
墜

傾
き
、

藩

亦
概
如
鴫

。

真

に
尾
大
之
弊

を

不

能

免

し

㈲

て
、
真
権
之
所
帰
着
・
決
而
末
可
鞠

L
薩
長

の
軍
事
力

撮

存

せ
ざ

る
を
え
な

い

「
半
身
大
不
随
」

の
新
政
府

は
、
そ
れ
ゆ
え

に
ま
た
、

つ
ね

罎

長
・

こ
と

に
そ

の
軍
隊

の
意

向

に
よ

っ
て
振
り
ま
わ
さ
れ
る

尾

大
之
弊
L

を
ま
ぬ
が
れ
な

か

っ
た
の
で
あ

る
。

の藪
灘

隷

難

鞭

雛難

鍵
議

穫
麺鋸

鐘
綿馨

ず
・
そ

の
逡

の
あ
り
さ
ま
は
・

お
よ
そ
主
権
者
た
る
に
似

つ
か
わ
し
か
ら
ぬ
実
軽

木
戸

の
昌

は
映
じ
た
。
政
府
が

「
百
折
不
椀
」

の
覚
悟

を
も

っ
て
・
「
大
轟

」
を
う
ち
立
萎

」
と

こ
そ
が

「
百
事
瓦
解
」

の
危
讐

の
り
切

る
た
め
に
必
要
だ

っ
た
。

ま
た
、

こ
の

よ
う
な
不
決
断
は
・
木
戸
に
よ
れ
ば
・
維
新
国
家
の
轟

を
直
接
つ
き
崩
す
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
維
新
ま
で
の

封
建
体
制
に
あ

っ
て
は
・

豪

が
権
力
を
掌
握
し
て
い
た
か
わ
り
に
、
「天
下
の
恨
み
帰
す
る
所
あ
り
て
、

而
し
て
天
子
は
徳
茎

す
」

る
こ
と
が
で
き
た
・
し
か
し

「今
や
則
ち
然
ら
す
・
聖
慈
親
幾

姓
藻

を
仰
く
。
若
し
亘

弊
を
受
る
罐

ら
は
、
天
下
の
恨
み
其
れ

誰
に
帰
せ
ん
や
・
含

臣
子
た
る
も
の
恵

慮
誠
に
此
に
及
瞥

。
豊
長

れ
私
を
省
み
る
の
暇
あ
ら
ん
や
。」
失
政
の
政
治
責
任

噌

接
天
皇
に
集
中
し
・
新
政
府
の
畿

失
墜
は
そ
の
ま
ま
維
新
国
家
の
畿

奏

に
つ
な
が
り
、
器

も
つ
い
に
は

「下
よ
り
圧
倒
さ
れ
」

終
る
で
あ
ろ
う
・
百

然
も
静

朶

翫

献

昊

ち
筆

告

、

遂
に
不
可
東
之
次
第
と
相
成
候
而
は
、

所
詮
寅

之
艘

藷

何

　
ぬ
　

有
之
哉

と
甚
懸
念
仕
候
。
L

こ
の
よ
う

に
農

的
な
篠

を
乗
り
切

る
た
め
に
木
戸

の
と

っ
た
方
針
は
、

と
り
あ
、手

旦

削
の
諸
懸
萎

、

蚕

し
た
論
理
と
断
固

た
る
決
意

を
示

し
て
処
響

・
主
薯

と

し
て
の
畿

を
生

み
出
す

こ
と
で
あ

っ
た
。
す

な
わ
ち

「
誓
而
走

其
権
を
握

し
、
平
均
之
勢
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を
作
成
し
、
妨

鞍

の
は
忽

ち

万

両
断
と
麗

は
ど

こ
ま
で
も
不
可
細

と

い
う
独
藷

(「
ナ
・川
ゾ

オ
ン
論
」)
を

暴

に
・
「
覆

威
力
を
以
御
威
稜
」

を
立

て
る
こ
と
に
活
路
を
見
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。

悼、
の
独
裁
論
は
、

芳

に
お

い
て
当
時

の
木
戸

の
人
民
鯉

も
ζ

つ
い
て
い
る
・

木
戸

の
見

る
と

こ
ろ
・
噛
外
圧
L
下

に
あ

っ
て

急
速

に
近
代
国
家

蓬

設

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と

い
う
国
答

標

に
た
い
し
、
「
中
人
巳
下

」

の
麗

は
・
貝

嘗

前
之
人
情

を
婁

心
い
た

難
議
雛

鐘
口難

藻
帥難

蝶
解
訟
囎馨

鞍

暴

勲
、.雛
。超

た
と

ふ
る
と
き

は
、

気

之
狂

ひ

し
も

の

に
而
、

則

病

人
」

で
あ

る
。

病

人

L

で
あ

る
者

を

馳
常

人
」

の
よ
う

に
扱

う

,」
と

は

で
き
な

い
.

し
奈

っ
て
、
右

の
よ
う
な
課
題
端

え
る
政
府

に
と

っ
て
、
「
含

之
霧

は
、

暴

じ
且
教

へ
」

る

こ
と
で
あ

り
・
「
則
・

よ
ら
し
む

べ
し
、

知

ら

し
む

へ
か
ら
ず

之

場

合
」

ー

ー

独
裁

で
な
け

れ

ば
な

ら

な

い
。

そ

の
独
裁

は
、

よ
り
現
実
的

に
は
、
権
威
創
出
を
晶

と
す
る
も

の
で
あ

っ
奈

た
め
に
・

縷

硅

格
を
帯
び
る

こ
と
に
な

っ
た
.

』
所
詮
、
曖
昧
姑
息
之
御
所
致

に
相
成
居
候

而
は
、
益
天
下
之
人
民
方
向

に
迷

ひ
、
終

に
確
固

た
る
御
基
肇

翌

と
奉
存
候
・
た
と

へ

腰

曝
慮

濾

詣

唱
へ
候
と
も
、
将
来
御
維
持
青

的
相
立
候
上
は
、
盈

灘

農

惣

箋

懸

・
齢

里

奪

徹
底
不

仕
、
御
威
光
も
相

立
不
申
。
終

に
萬
民
霧

之
境

窒

り
候
事
無
覚
束
と
奉
存
嘩

L
贋
礼
事
件
・

不
平
士
族
・

キ
リ
シ
タ

ン
の
処
分

に

た
い
す
る
木
戸

の
苛
酷
と
も

い
う
べ
き
態
度

に
は
、

こ
の
よ
う
な
意

図
が

こ
め
ら
れ
て
い
た

の
で
繋

・

的難

鯵

難

羅

題この離
嚢

葎

斜

舞

をか額
魑

議
ボ

う
な
努

蓋

の
不
統
ム
.
が
、

政
治
状
況

お
よ
び
政
府

の
支
配

を

つ
ね
に
不
安
定

な
も

の
に
し

て
い
た
の
で
あ

る
・
ワて
れ
ゆ
え
・
新
政
府

の
指
薯

が

い
か
に
確
固
た
る
決
断
を
も

っ
て
し
て
も
、
そ

の
結
果

の
予
浬

つ
ね
に
讐

突
き
当

ら
ざ

る
を
え
な

い
・
決
定
を
下
薯

99



に
と

っ
て
・

そ

こ
に
あ

た
か
も
歴
史
を
支
配
す

る
超
越
的
な
る
も

の
が
存
在
す
る
か
の
よ
う

に
感
じ
ら
れ
た
と
し
て
も
不
思
議

は
な
か

っ

た
・

当
時
木
戸
が
・

重
大
な
決
定

雫

す

に
あ
た
り
、
昊

L
や

昊

運
L
と

い
う
離

的
で
斐

・
理
的
な
存
在

に
し
ば
し
ば
言
、
及

し
、

そ
れ

に
結
果

を
委

ね
ざ

る
を
え
な
か

っ
た

の
は
、

こ
の
よ
う
な
事
情

に
よ
る
。

し
た
が

っ
て
・
歴
史

の
方
向
を
新
政
府

み
ず

か
ら

の
手

で
切
り
開
く
た
め
に
は
、
究
極
的

に
は
、

た
と
え
そ
れ
が
最
大

の
危
険
を
冒
す

離

藻

麹

犠

ぺ彗
磁蜷
.け鞍

鮮
麟
擁
弊

繧

鮒
隣

請
ボ魯縫
罐
蕪

難

難
罎
騨
輩

雛
讐
羅

畷
.難

蒙

想

の
葉

を
芒

て
い
た

の
で
あ

る
・

そ

の
た
め
に
は
、

い
毒

尾

大
之
弊
L

の

鑑

と
化
し
た

蓬

目
三

藩
)
と
の
格
闘

ド一、

木

戸

は

「

(42
)

(43
)

用

術
施
策
L
、

【
謀

略

を
設

け
」
、

自

ら

の
能

力

を
傾

け

な

け
れ
ば

な
ら

な

か

っ
た
。

そ
し
て
・

目
標

へ
の

墾

墜

で
あ
る
版
籍
奉
還

を
経
、
廃
蔵

県
t

「
大
條
理
」

の
実
選

近

つ
乏

つ
れ
、
以
上

の
よ
う
な

権
力

の
不
安
定
性
も
解
消

に
向

っ
た
・
昊

條
理
L

の
実
現

に
と
も
な

っ
て
、
木
戸

の
思
想

の
方
向
も
、

ゆ

っ
く
り
と
薔

す

る
。

急
進

主
義

か
ら

の
離
脱
と
、

そ
れ
と
表
裏

し
て
、
政
治
主
体
拡
大

の
認
識
が
そ
れ

で
あ

る
。

100<ZOS)

雛

墾

彊
鐘

彗

膳

髭

縮
磐

尺
渠

簗

の客
わ
せ
で
あ
三

「佐
条
高
行
甚

『坂
本
龍
馬
関
讐

三
、
三

 四八
頁

(
3
)

「徳
川
氏
・庭
分
に
関
す
る
建
言
書
」
『
大
久
保
利
通
文
書
』
二
、
二
七
三
頁

(
4
)

「
岩
倉
具
視
宛
書
翰
」
、
同
右
、

一
二
二
頁

(
5
)

「
小
松
帯
刀
宛
書
翰
」
『
木
戸
孝
允
文
書
』
三
、
六
二
頁
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(
6
)

「
小
松
帯

刀
宛
書
翰
」
、
同
右
、
三
、
六
二
頁

(
7
)

「
品

川
弥

二
郎
宛
書
翰
」
、
同
右
、
二
、

三
三

九
頁

(
8
)

「
小
松
帯
刀
宛
書
翰
」
、
同
右
、

三
、
六
二
頁

(
9
)

同
右

〔㎜霧
灘

擁
蔽襯輪
罐
欝

縫

霧

難
辮
難

庭灘

う

こ
の
大
眼
目
を
標
的
に
、
理
蓼

蚕

し
た
贅

は
、
明
治
の
元
勲
中
、
た

だ
木
戸
あ
る
だ
け
だ
.
こ
れ
が
木
戸
の
・
轟

し
た
盤

長
所
患

う
・

規購
輯
難
鱗
藤
鶏
騰
蠣硝謎
籍
鯖
難
禦
蛇顯
譲
硫濁
襲
雛
鰭
難
鰹
騰
謄

こ
の
よ
う
量

面
目
に
、
熱
心
に
、
誠
窪

、
し
か
も
公
平
に
、
黎

姦

断
す

る
の
で
、
聖

の
ご
信
用
も
・
こ
と
爆

か
っ
た
よ
う
に
拝
せ
ら
れ
る
・
大
久
保

も
あ
れ
程
剛
膓
果
断
、
.差

激
烈
な
璽

の
あ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
常
柴

戸
を
甕

さ
れ
て
・
真
実
心
底
か
ら
叢

し
て
い
た
よ
う
だ
・

熱

簿

麟

難

鑓

漣
融難

鴛

耀
籏
藷

い難
袈
ボ襲

耀

鱗

蕪

嚢

鉄
"

饗

鮪

蕪

繕

観

轄

騙
華

罐
叢

羅

環
重儒
は、㎜る、
三
ハ九頁所収)
この評
言から戦
套

使命

(
12
)

『木
戸
孝
允
日
記
』
二
、
九
五
頁
、

一
八
七

一
年

(
明
治

四
)
九
月

六
日

の
項

鯵

鷲
鍵
誉

懸

鱗
蘇
鞍
"鎌

謂
羅

樋葉

撫
鑓
鞭

縫
群

諜

緒
鱗

錘

難

鑓

撮
舷
錘

毎

塞
が
れ
た
心
情
咲

木
一戸
の
心
中
に
不
満
を
-
.積
さ
せ
、
ー

に
そ
れ
は
讐

(
13
)

「
大
村
益
次
郎
宛
書
翰
」
『
木
戸
孝
允
文
書
』
三
、
二
三
〇
1
二
頁

(、)の賭離

諜

繋

謬
纏
鐘
麺

騨

難

↓繋

難
確
慧

難

煎難

謹
盤
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年
之
大
方
略
は
必
相
憲

否

需

は
・
所
詮
皇
国
維
持
之
目
的
無
二覚
束
候

慮
、
根
撃

和

立
朝

変
暮
移
、
益
人
々
之
方
向
を
乱
り
候
様
之
讐

、之
候
而
は
、
終

髭

蟹

至
り
候
外
無
レ之
…

付
而
は
病
姦

す
る
を
ま
ち
、
他
禺

地
大
撃

之
実
力
を
た
く
わ
え
籔

、
又
は
根
塾

定
之
露
を
相
計
り
候
も
姦

。
乍
レ然
、

此
事
今
日
に
甚
六
ツ
ケ
敷
様
奉
レ
存
候
。」
(「
大
隈
重
信
宛
書
翰
」
『木
戸
孝
允
遺
文
集
』
六
三
頁
)

(
15
)

『
木
戸
孝
允
遺
文
集
』
、
六
三
頁

(
16
)

「岩
倉
具
視
宛
書
翰
」
『木
戸
孝
允
文
書
』
三
、
三
二
六
頁

範

錘

謡

鷺

廼

難

て
い
三

即
今
内
外
ノ
大
螢

国
危
急
存
亡
ノ
秋
切
迫
蛋

間
嚢

抑
箋

兵
乱
璽

蒔
筆

形

ヲ
成
ト
い
を

も
大
小
牧
伯
各
孤
疑
を
抱
き
・
天
下
人
心
禦

然
と
し
て
、
其
乱
る
と

と
百
萬
之
兵
詣

く
よ
り
可
恐
し
て
、
含

を
婁

ト
心
得
候

ハ
床
下
之
烈

火
燃
出
登

る
を
幸
と
す
る

真

な
ら
す
・
嵜

不
思
乎

々
多

々
。L
(署

倉
公
に
呈
芒

意
見
書
」
『大
久
保
利
通
文
書

三
、

一
六

一
⊥

責

)

(
91
)

『
木
戸
孝
允
日
記
』

一
・

一
八
四
頁
・
・あ

日
二

八
六
九
年

(
器

三

月
=
一・
日
の
項
か
ら
は
、
璽

国
の
人
情
可
治
の
讐

姦

し
、
華

生
所
田
心
の
征
韓

の
念
勃

々
」
と
、
内
政

上
の
危
機
感
が
征
韓

の
意
志

へ
と
反
射

し
て

い
る

こ
と
が
う

か
が

わ
れ
る

。

(
20
)

『木
戸
孝
允
日
記
』
一
、

一
三

八
頁

。

一
八
六

八
年

(
明
治
元
)
十

一
月
八
日

の
項

(
21
)

「
野
村
泰
介
宛
書
翰
」
『木

戸
孝
允
文
書
』
三

、

一
八
八
頁

(
22
)

「
大
村
益
次
郎
宛
書
翰

」、
同
右
、
三
、

二
三

三
頁

(
23
)

「
大
村
益
次
郎
宛

書
翰

」
、
同
右
、
三
、
二
三

二
頁

墾

嘱

還

纏

藻

露

鍔

嚇

受

シ
テ
場

国
」
で
あ
る
朝
讐

は
西
欧
諸
国
と
同
様
に
交
際
す
べ
し
壼

時
の
開
か
れ
た
姿
謹

た

ち
ま
ち
け
し
と
ん
だ
。

(2、㎡騰

懲

講
粥
剛蝶

撫

鱗

繊

講
鱗
構黙

難

儘
を
吹
て
力
を
朝
鮮
に
費
す

へ
け
ん
や
。
(「
征
韓
、
征
台
速
行
の
反
対
意
暑

」
『
木
戸
孝
允
文
書
』
八
、

三

三
頁
)

(
27
)

「
版
籍
奉
還
に
関
す
る
建
言
書
案
」
、
同
右
、
八
、
二
五
頁

(
28
)

「
岩
倉
具
視
宛
書
翰
」、
同
右
、
三
、
三
二
三
頁

(
29
)

「
伊
藤
俊
鋼

に
與
ふ
書
」
『
木
戸
孝
允
遣
文
集
』
、
六

一
頁
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(
30
)

「
損
村
正
直
宛
書
翰
」
、
同
右
、
三
、
三
四

三
頁

(
31
)

『木
戸
孝
允

日
記
』
一
、

二
四
三
頁
。

一
八
六

九
年

(明
治
二
)

七
月
十

日
の
項

(
32
)

「政
令

一
途

に
関
す

る
意
見
書
」
、
同
右
、
八
、

一
〇

二
頁

(
33
)

「
棋
村

正
直
宛
書
翰
」
、
同
右
、

三
、
三

四
三
頁

(
34
)

「
大
木
喬
任
宛
書
翰
」
、
同
右
、
三
、
二
七
七

頁

(
35
)

「
大
村
益
次
郎
宛
書
翰
」
、
同
右
、

三
、

三
九

三
頁

(
36
)

「
大
村
益
次
郎
宛
書
翰
」
、
同
右
、
三
、
三
四
九
頁

(
37
)

「
大
阪
遷
都

に
関
す

る
建
書
書
案
」
、
同
右
、

八
、
二
八
ー
九
頁

(
38
)

「
岩
禽

.
三
条
宛
、
木
戸
書
翰
」

『岩
倉
具
視

関
係
文
書
』
、
五
、

四
〇
頁

(93
)

不
平
士
族
の
馨

、
彼
ら
の
流
す
政
府
批
判
に
た
い
し
プ、は
、
覇

廷
上
確
固
、
條
欝

然
た
る
肇

以
・
鞍

を
芒

笙

之
方
向
を
迷
乱
い
芒

候
も

の
は
・

大
小
衆
寡
を
不
問
、
明
瞭
御
盛

被
為
在
度
L
(「大
久
保
利
通
宛
嚢

」
『木
戸
孝
允
文
書
』
四
、
五
六
頁
)
㌻

シ
タ
ン
処
分
に
関

し
て
は
・
「何
分
に
も
舞

之
御

所
致
は
蓬

何
姦

判
然
無
御
座
而
は
不
相
蒙

と
奉
存
候
.
追
寛

込
之
相
婆

り
粗
暴
相
働
き
し
も
の
・
心
蓬

お
ゐ
毒

も
私
心
よ
り
不
出
こ
と
と
讐

・
大

典
を
犯
し
候
も
の
は
断
然
と
御
所
致
御
座
な
く
て
は
、
決
而
後
来
之
書

事
必
瓦
解
毒

存
候
。」
(「中
井
弘
発

霧

」・
同
有

三
・
二

七
四
頁
)

(40
)

「版
籍
奉
還

に
関
す

る
建
書
書
案
」
、
同
右
、

八
、
二
五
頁
。

(
41
)

「
河
北
俊
弼
宛
書
翰
」
、
同
右
、

四
、

二
七
七

頁
。

(
42
)

『
木
一　
孝

允
日
輔記
臨

二
、
六
五
頁
。

(
43
)

同
右
、

一
一、
七

一
頁
。

一
八
七

一
年

(明
治

四
)
七
月

一
四
日
の
項

(
44
)

同
右
、

二
、
五

一
頁
。

蝋
八
七

一
年

六
月
十

一
日

の
項

四
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廃
藩
置
県
の
実
現
と
中
央
集
権
国
家
の
形
成
は
、
維
新
?

麦

兆

ち
が
簗

以
来
と
も
に
追
求
し
て
き
た
当
面
の
政
治

目
標
の
達

鵬



成
を
意
味

し
た
・

維
新
政
府

に
集
合

し
㌻

麦

-
た
ち
に
と

つ
て
、
そ
れ

は
彼
ら
が
砦

し
て
き

菅

禁

実
現

し
、

ま
た
消
滅

し
た

と

い
う

こ
と
で
も
あ

っ
た
・
国
家

に
と

っ
羨

の
課
題

は
、

こ
の
新
た
な
中
央
集
権
体
鯉

い
か
に
し
て
近
代
国
家

の
内
実
を
注
ぎ
込
み

う
る
か
と

い
う

こ
と
で
あ

っ
た
・
彼
羅

新
政
権

の
リ
麦

-
た
ち

に
と

っ
て
次

の
政
治
目
標
が
時
代

の
地
平

か
ら
現
わ
れ
出
て
き
た
わ

け

で
あ
る
・
彼
ら
は
い
ま
や
・
自
分
た
ち

の
共
通

の
・コ
ル

を
通
過

し
た
と
同
時

に
、
次

の
。コ
ー

ル
へ
い
か
に
し
て
畠

を
導

い
て
い
く

か
に
・
政
治
的
使
命

の
延
長
を
見
出

し
・

同
時

に
そ

の
事
業

の
中

旨

ら

の
政
治
生
命

の
延
長

の
可
能
性
が
あ
る

こ
と
も
直
感

し
た
。
彼

ら
は
日
本

の
近
代
国
家
像
を
模
索
し
は
じ
め
た
・

天

竺

年

(明
治
四
)
秋

か
ら
約
二
年
を
か
け

た
岩
倉
欧
米
使
節
団

の
派
遺

は
、

こ

の
新

し
い
甦

に
向
け
て
実
施

さ
れ
た
政
府

の
最
初

の
奈

か
り
な
準
備
作
業
で
あ

・
た
。
大
久
保
、
木
戸
を
は
じ
め
と
す
る
政
治
家
た

ち
は

「
近
代
国
家
」
を

こ
の
目

で
確
か
め
よ
う
と
先

を
館既
っ
て
参
加
し
た
。
彼
ら
は

蒔

的

に
権
力
者

の
地
位
を
他
人

に
譲

っ
て
も
、
使

節
団

に
同
行
す
る

こ
と
を
志
願

し
た
わ
け

で
あ
る
。

欧
米

で
2

行
は
・
精
力
的

に
諸
国

の
官
庁
、
議
会
、
軍
隊
、

毒

、
学
校
な
ど

の
近
代
的
施

設
を
視
察

し
、

ホ
テ

ル
の
自
窪

も
在

留
外
交
享

そ
の
国

の
学
者
な
ど
を
招

い
て
・
憲
法

を
は
じ
め
と
し
て
そ

の
国

の
政
治
制
度

の
研
究

に
没
頭

し
た
の
で
あ
る
、

二
年
後
、

帰
国
し
た
彼
ら
は
海
外

で
得

た
知
識
を
も
と
に
各

あ

近
代
国
家
構
相
心を
打

ち
出
し
た
。
そ
れ
ら

の
構
想
生

刻
も
早
く
実
現
す
る
こ
と

1

丙

治
優
先
L

こ
そ
が
・

究
極

の
目
標

で
あ

る
国
家

の
対
外
的
独
立

の
維
持

の
た
め
に
不
可
欠

で
あ
る
と
す
る
彼
ら
は
、
帰
国
早

々

に
西
郷
ら
征
韓
派
と
衝
突
し
、
後
者
を
維
新
政
府

か
ら
追
放
し
た
。

そ
れ
ら

の
構
想

は
彼

ら
の
欧
米

で
の
共
通

の
体
験
が
強
力

に
影
響

し
て
い
る
た
め
に
、
力
占
{
の
置
き
方
や
具
体
化

の
.フ
.
セ
ス
に

つ
い

て
の
考
え
方

ξ

が

い
は
あ

っ
た
も

の
の
、
将
来

に
お
け
る
立
憲
政
治

・
議
会
制
度

の
計
画
、

産
業
育
成
の
必
要
性
な
ど
共
通

の
も

の
も

少
く
な
か

っ
た
・
し
か
し
舞

論
争
以
後

の
政
局
も
、
共
通

の
目
標
を
董

と
し
て
い
た
か

つ
て
ほ
ど
安
定
的
な
も

の
で
は
な
か

っ
た
。

こ
と
に
新
政
権

の
主
流
派
を
畿

す
る
薩
長
両
勢
力

の
リ
麦

必

あ
る
大
久
保
と
木
戸

と

の
対
立
は
日
ま
と

讐

と
な

っ

て

い

っ
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た
。

中
央
集
欝

家

の
形
成
と

い
う
共
有

の
杏

標

(「
大
條
理
」
)
が
と
も
奪

も

実
現
し
た

こ
と
は
・

両
者

の
政
治
的
霧

の
必
要
性

を
著
し
く
減

じ
た
と

い
・兄
よ
う
。

こ
れ
以
後
、
両
者
は
国
察

重
大
な
危
機

に
臨

ん
だ

と
き

に
か
ぎ

っ
て
提
携
を
復
活
す
る
が
・
大
久
保

が
主
縫

を
握

っ
た
新
政
府

の
護

に
た
い
し
て
、
長
州
藩
閥

9

麦

差

い
う
重
票

地
位

に
あ
る
木
戸
は
く
り
返
し
痛
烈
な
批
判

を
　
げ

か
け
た

の
で
あ

る
む

木
戸

の
批
判

の
根
底

に
あ

っ
た
視
占
…
は
、
轟

派
奎

の
時
代
か
ら

の
彼

の
経
験

に
よ

っ
て
培

わ
れ

て
き

た
も

の
だ
が
・
そ
れ
は
支
配

に
際
し
て
国
民

の
占

め
る
比
重
を
重
視

し
、
と
り
わ
け
国
民

の
生
活
上
の
葉

に
細

か
い
巖

を
亡
心
れ
な

い
点
が
特
徴
的

で
あ

っ
た
.

こ

と

に
棄

、
維
新

の
変
覇

に
お
け

る
膨
大
な
政
治
的

エ
ネ

ル
ギ

の
噴
出
は
、
木
戸

に
と

っ
て
ま

っ
た
く
予
測
を
こ
え
た
も

の
で
あ
り
・

木
戸

は
そ

}、
に
政
治
主
禁

身
分
階
層

の
下
方

に
む
か

っ
て
拡
大
し

つ
つ
あ

る
時
代

の
状
況

を
深
刻
に
受
け
と
め
た
の
で
あ
る
・
璽

新

と
申
候
も

の
も
、
只
千
や
葬

之
人
而
已
之
尽
力

に
て
こ
こ
に
至

り
候
と
申
訳

に
て
も
無
之
候
間

大

に
衆
議
を
取
り
候
規
則

箱

立

不
申

て
は
相
藺

姦

と
奉
存
候
。
L
木
戸
が

五

ケ
条
誓
文

の
笙

條
暴

「
列
隻

譲

員

シ
」
車

応

ハ
会
議

ヲ
興

シ
L
と
修

正
し

「萬

機

公
論

二
決

ス
可

シ
」

と

つ
づ
け
た
の
も
、

こ
の
よ
う
に
拡
大
し

つ
つ
あ
る
政
治
主
体
を

も

っ
て
諸
藩

の
権
力
を
否
定
し
・

結
果
的

串

央
政
府

の
主
権
を
肇

せ
し
め
る
と

い
う
積
極
的
な
役
割
を
期
待
す
る
も

の
で
あ

つ
鷲

そ
し

て
そ

こ
か
ら
・
や
が

て
次

の
よ
う
に
大
胆

な
構
想
も
打
出
さ
れ

て
き
た
。
「
如
則
今
、
優
香

重
之
外
無
之
、
肇

自
重
と
讐

亦
後

呈

目
蕪

之
厘

・
彌
天
下
乱
雑

に
可
至
・

+
年
+
五
年
廿
年
を
計
り

嚢

略
被
為
定
度
、

愚
意
を
暴

存
候
に
、

此
策
に
被
為
出
候
得
は

・

先
朝
廷
八
百
薯

を
以

御
独
立
被

誰

、、漂

灌

嘘
混

蓮

護

遣
、、大

に
府
縣
に
御
着
手
相
成
、
然
し
晃

遊

般
愈

蕪

誌

類

肇

魯

忠

悔
を
な

せ
、
朝
廷
之
政
自
然
と
独
出
仕
候
と
き
は
、
終
簿

藩
心

婁

寒

露

、
随
而
鍛

溶

想

驚

塾

3
ぎ

で
は
・
国
民
の
政

治
的

エ
ネ
ル
ギ

を
蟹

し
、
そ
の
力
に
よ
っ
て
旧
体
制
の
最
終
的
な
幾

を
行

う
こ
と
が
具
体
的
に
構
相
ぎ

れ
て
い
る
・
大
久
保
が
国

民
の
籍

を

「気
簿

弱
」
蕪

気
努

の
人
民
」
と
み
な
し
、

つ
ね
に
政
府
の
努

守

歩

↓

ッ
プ
の
必
要
性
を
説
え
た
の
に
く
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ら
べ
て
・

右

の
よ
う
な
木
戸

の
認
謹

彼

の
思
相
心
を
蒙

的

に
醤

づ
け
る
も

の
と
な

っ
て
い

っ
た
。

鵬

見馬
羅

難

魏

繧
い邸鱗
縫
捲
藁

難

難

猟鯵

ビ臓

∵

う

に
な
る
・

そ
の
結
果

木
戸

の
茱

的
姦

策
能
獲

、
こ
れ
ま
で
の
状
況
中

の
好
讐

勢
」
)
(塙

し
た
果
断
な
、

し
か
し

つ
ね

に
リ

ラ

を
と
も
な
う
急
進
妻

か
ら
・
昊

下
之
事
は
+
年
を
鶏

し
被
為
在
、
漸
を
昊

に
御
慧

L
と
い
三

漸
進
嚢

L
へ
と
大
き
く

転
換
す
蘂

こ
の
転
換
は
・
「前
途
杳

的
之
被
為
相
立
候
上
は
、

急
邊

御
進
歩
有
之
候
て
も
、

世
圭

統
弱
足
の
も
の
は
御
沙
汰
通

に
得
運
ひ
不
申
課

も
可
有
之
か
と
奉
存
塵

と
い
う
よ
う
に
、
里

続

弱
足
の
も
の
」
に
配
慮
し
国
民
の
籟

を
獲
得
す
る

こ
と

に
よ

っ
て
・

努

蓋

を
拡
大
す

る
と
と
も

に
・
革
命
前
後

の
非
日
常
的

な
状
況
と
支
配

を
収
束

し
、
維
新
国
家
を
安
定
し
畿

長
段
階

に
み
ち
び

こ
う
と
す
る
も

の
で
あ

る

こ
の
時
期
木
戸
が
理
想
と
し
た
の
は
、

「
+
年

の
籍

立
、
人
民

に
信
を
不
失
、
政
令
益
行
れ
、

人
民
彌
安
伏
す
蛋

と

い
う
よ
う

に
・
政
府

の

頁

し
た
政
策

の
遂
行
と
国
民

の
政
府

に
た
い
す

る
籟

と
が
た
が

い
長

映

し
あ
う
よ

う
な
安
定

し
た
支
配
で
あ

っ
た
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
木
戸
は
・
政
治
指
導
菌

民
の
要
求
室

く
よ
り
か
か
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
も
と
よ
り
な
い
。

「鯉

義

」
も
・
状
況
の
推
移
を
籟

的
に
考
且里
し
な
が
羅

新
国
家
を
そ
の
肇

へ
と
操
作
し
導
い
て
い
く
リ
ア
リ
ズ
ム
の
表
現
で
あ

っ
た
と
い
え
る
・
「漸
進
嚢

」
の
構
造
は
二

方
で
籍

肇

の
葉

方
針
に
妻

性
と
持
続
性
と
を
も
た
せ
よ
う
と
す
る
篠

理
L
追

求
の
執
禦

思
考
と
・
他
方
で
は
各
時
点
に
お
け
る
政
策
遂
行
が
現
審

及
ぼ
す
効
果
ξ

い
て
考
量
を
加
え
な
が
旨

標
実
現

へ
の
具

体
的
計
画
を
調
整
す
る
「緩
急
百

在
憲

考
と
い
う
二
極
の
思
考
の
緊
張
関
係
か
ら
成
り
立

.
て
い
る
.
し
か
も

「
必
寛
、
緩
馨

盛

論
蓼

讐

之
・

其
元
は
篠

理
蓄

く
と
不
貫
に
あ
り
。
緩
嘗

條
理
中
よ
り
起
り
、

緩
厳
よ
り
し
て
條
理

を
論
す
る
の
理
な
し
」

と
・
篠

理
L
の
蒙

的
匿

性
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
政
府
は
肇

の
実
際
的
効
果
～

国
民
の
反
応
、

適
合
力
に
+
分
な
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注
意
を
払

い
な
が
ら
、

そ
し
て

そ

の
た
め
に
も
長
期

に
わ
た
り

蛋

し
た
肇

方
針
を

と
る
べ
き

で
あ
る
と
い
う

の
が
・

漸

進
主
義
L

の
背
景

に
あ
る
木
戸

の
思
想

で
あ

っ
た
。

か
え
り
み
る
に
、

わ
が
国

に
お
い
て
は
蓬

時
代
を

つ
う
じ
て
長
芳

「
武
臣
制
を
壇

ニ
セ
シ

」
た
め
に
・
国
民
鍍

治
的
社
会
要

喉

に
と
ぼ
し
い
。
そ
れ
ゆ
え

に
政
府

は
国
家

の
近
代
化

に
あ
た

っ
て
国
民

を
物
質
的
、
精
神
的

に
保
護
・
蕩

し
三

心
切
総

て
着

奪
れボ霧
摸
脇
羅
齢
麟
齢
瀞
諮
駐
数
〔蘇
擁
罐
略
籔
獣
灘
媛
騒
暇瞳

か
な
け
れ
ば
な
叢

い
。
け

っ
し
て

「欧
糞

に
て
数
+
年
姦

月
姦

せ
し
峯

を

有

位
之
布
告

を
以
模
蜘
ご

よ
う
と
企
て
て
は

な

ら
な

い
の

で
あ

る
。

.、
の
よ
う
な

い
わ
鍍

治
的
世
界
を
震

す

る
日
常
的
要
素

の
重
視

は
、

次

の
よ
う
な
木
戸

の
政
治
鯉

藻

く
反
映

し
て
お
り
・
そ

駿

舗

と
凄

、溺
誰
潅

溝

壌

て
い
る
.
.抑
も
馨

盆

隷

蟻

電

、
言
禽

応
太

葱

悲

・
獅

な

下

流

に
逝
く
、
須
輿
も
之
を
箋

す
可
か
ら
さ
余

恕

。

其
際
、
利

を
起
し
、

害
を
除
き
・

善
を
奨

め
・
弊
を
去

る
や
・

各

々
其
実
際

に
応
し

て
順
序

を
設
け
、

以

て
之
姦

正
し
、

漸
く
其
化
域

に
至
ら
し
む

へ
し
・

其
期

の
遅
蔑

・

独

り
政
府
処
分

の
當
否

に
依

る
而

巳
。
凡
そ
海

の
内
外
を
論

芋

各
国
政
治

の
沿
革

し
て
良
難

、政
を
得

る
を
見

る
に
、
皆

此
法

に
害

て
施
行

せ
さ
る
は
な
し
・
但
・

不

世
出

の
英
雄
、
時
変

に
嚢

し
干
書

以
て

一
世
を
圧
服
す
る
か
如

き
は
、

又
常
理
を
以

て
論
す
可

き

に
あ
ら
す
・
若

し
巖

の
得
失
當

否
を
顧

み
す
、
遽

に
政
体
製

を
変
革

し
徒
ら

に
名
称

に
従
ふ
て
薪

政
新
法
を

亘

に
施
行
せ
ん

と
欲
す
る
護

・

大
概
轟

害

を
増

加
し
て
其
利
益
あ

る
を
見
す
。
仮
令
墓

の
新
法
、
聲

の
新
法
な
り
と
い

へ
と
も
、
猶
従

法
虚

名

に
属
す
・
況

蘭

議
末

た
萬
全

の
地

に
及

は
す
、
養

の
度

に
至
ら
さ
鍵

於

て
を
や
。」
そ
れ
窒

に

「
政
治

は
実
地

に
著
意
し
て
、

其
妨
碍

な
き

を
主
と
し
・

而
し

て
漸

を
以

て
之
を
挙
行
す
る

に
如
く
は
な
」

い
の
で
あ

る
。
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木
戸

の
麦

露

線
批
判
が
表
面
化
す
る

の
は
、

一
八
七
四
年

(明
治
七
)
大
久
保
が
ム・
湾
征
討

に
乗
り
出
し
た
と
窪

は
呈

る
。

木
戸

は

こ
の
決
定

を
不
満
と
し
て
襲

を
醤

し
て
政
府
を
去

り
、
薩
長
両
講

の
指
薯

の
間

の
不
和
墾

然
た
る
も

の
と
な

.
た
。

木
戸

の
不
満

の
罷

は
・
轟

論
争

の
と
き
と
同
様

に
内
治
優
先

の
立
場
か
ら
、
外
征
は

蕪

算

の
大
博
変
L

で
あ
り
、
そ

の
財
政
的
負

担

は
国
内

の
近
代
化

を
遅
ら
せ
・
国
民

の
負
担
を
袈

し
、

こ
と
に
台
湾
出
兵
が

・
火
と
な

っ
て
中
国
と
戦
端

を
開
く

こ
と

に
で
も
な
れ

ば
・
国
内
近
代
化

量

大
な
破
綻
を
き

た
す

の
み
な
ら
ず
、

維
新

の
峯

そ

の
も

の
が
水
泡

に
帰
す
る
危
険

を
内
包

し
て

い
る
と

い
う
こ

と
に
あ

つ
壌

ま
た
・

わ
ず

か
半
年
前

に
は
と
も
に
内
治
優
先
論
を
も

っ
て
轟

派

姦

府

か
ら
追
放

し
た
大
久
保
ら
が
、
「
行
が
か
り
」

か
ら
立
場
を
逆
転
し
て
外
征

に
踏

み
切

っ
た
こ
と
は
、
彼

ら
に
た

い
す
る
木
戸

の
不
信
肇

決
定
的
な
も

の
に
し
湘

駄

戸

か
覧

れ
ぽ
、

彼

ら
は

稲

場
心
を
以
鎚

て
・
計
画

の
矛
盾

を
衝

か
れ
る
と
自
ら

の
生
命

と
ひ
き
か
え

旨

説
を
押
し
通
す

「
野
蛮
」
さ
を
も

つ

驕

　
お

　

慢

先
生
」

た
ち

で
あ

っ
た
。

台
湾
征
討

の

一
件

の
み
な
ら
ず
・

政
府

は
と
か
く
着
実

三

貫

し
た
政
治
指
導
を
欠
く

こ
と
が
、
木
戸

の
大
久
保
路
軽

判

の
篁

占
描

で
あ

っ
た
・
そ
も
そ
も
政
厘

蓉

合
所
極

で
立自心志

の
堕

を
欠

い
て

い
た
が
、

他
方

で
は
た
ま
た
ま

二

時
気
発

の
説
」
が
唱
、琶

れ
れ
ば
・

前
後

の
見

さ
か
い
も
な
く
そ
れ
三

雷
同
L
す
る
欠
陥
を
も

っ
て
い
た
.
(耽

の
た
め
政
府

の
方
針

は

養

性
を
欠
き
、
蒔

々

漸
進
中

に
急
進

を
生
し
・
急
進
中
退
歩
を
生
し
、

↓
派

衆

動
喬

猷

蝕

乏
敷
L
と

い
う
結
果

に
陥

.
て

い
る
と
い
う

の
が
木
戸

の

批
判
で
あ

っ
た
・

政
府

の
こ
の
よ
う
な
欠
陥

に
た

い
し
て
木
戸
が
芝

た
対
策

は
、
荷

分

に
も
蒙

燥
進

は
制
度
を
以
防
拒
候
外

い
た

し
方
有
之
間
敷
と
奉
存
璽

と
述
べ
て

い
る
よ
う

に
、
政
策
決
定
過
程
を
制
度
化
す
る

こ
と

に
よ

っ
て
そ

の
姦

性
と
非
人
格
性

お

よ

総

擁

擁

ボ難

騰
鍵警

繧
繋

蕪

縫

瀦禦
鍵
蕪

め
に
も
・

い
よ

い
よ
切
実

に
そ

の
必
要
性
憲

じ
る
よ
う

に
な

っ
て
い

っ
た
。
翌

天

七
五
年

(明
治
八
)、
麦

保

の
懇
願

に
応
じ
て
約

(214) 108
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明治維新の論理と構想

一
年
ぶ
り
に
政
府
覆

帰
す
る
こ
と
に
な

.
た
い
わ
ゆ
る
大
阪
会
議
の
席
上
で
、
大
久
保
に
政
府
欝

の
整
備
を
骨
子

と
す
る
諸
制
度
確

立

を
約

束

せ
し

め
た

こ
と

に
も
、

右

の
よ
う

な
意

図
が

う

か
が

え

る
。

他
方
大
久
保

は
、

征
韓
論
争

で
の
勝
利

に
ひ
き

つ
づ
き
、
全
奪

理
大
臣
と
し
て
北
京

へ
赴
き
台
湾
出
兵
後

に
お
け

る
中
国
と
の
困
難

な
外
交
問
題
を
持
前

の
ね
ば

り
強
さ
で
有
利
な
鍵

に
導

こ
と
晟

功

し
て
か
ら
は
、
新
政
府

に
お
け

る

へ
ζ

ニ
ー
を
完
全

に
掌
握

す
る
に
至

っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
と
と
も
に
、
大
久
保

は
天
皇

の
政
治
的
操
作
姦

局
収
拾
と
人
心
釜

の
切

り
札
と
し
て
用
い
な
が
ら
・

自
己

の
政
治
糞

に
い
よ
い
よ
自
信

藻

め
て
い
た
の
で
あ

る
。

こ
の
よ

う
旨

己

の
強
力
な
リ
亥

↓

ッ
・フ
を
自
負
す
る
大
久
保

に

と

っ
て
、
そ

の
能
力
が
発
響

る
べ
き
政
治
的
世
界
は
ま
ず
第

一
に
政
府
部
内
人
事

の
震

を
意
味

し
・
そ
れ
ウ

兄
彼

に
と

っ

て

は

何

も

の
に
よ

っ
て
も
制
約

さ
れ
な

い

可
塑
性
を
も

つ
も

の
と
考
え
ら
れ
、

支
配
も

ま
た
そ
れ

覧

合

っ
た

も

の
で
な
け
れ
婆

ら

な

か

っ

た
。
謀即
灘

運

遷

、当
」
、て
渡

着

、之
、ご
運

魂

し
て
、今
日
も
明
日
も
来
年
も
固
執
い
た
し
倭

、
所
謂
頑
之
字
を
免
れ
す
・

そ
れ
世
中
を
経
過
す
る
に
は
活
用
と
い
、蓉

も
の
が
な
く
濡

ぶ

霧

慧

念

璽

。
か

く
い
え
ば
益
御
嘲
寄

有
姦

も
難
図
候

得
共
、
瞭

子
多
年
経
験
上
よ
り
了
得
し
た
る
妙
窪

し
て
、
恐
く
は
鏡

之
窺
ひ
知
る
所
に
あ
ら
ざ
る
べ
し
・
享

見
機
動
欺
之
古

言

も
有
之
候
L

棄

、維
新
の
動
乱
の
中
で
つ
ね
量

大
な
政
治
的
駈
引
婁

担
当
し
た
大
久
保
が

こ
の
よ
う
姦

治
観
を
抱
い
た
の
は
む

し
ろ
当
然
で
あ

っ
た
。
だ
が
同
時
に
、
大
久
保
が
自
己
の
リ
麦

↓

・
プ
を
自
負
し
、
ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
禦

蕩

す
る
内
務
省

の
殖
産
興
業
政
策
路
線

の
正
当
性

に
自
信
を
深

め
て
い
く
に

つ
れ
、

彼

に
と

っ
て
の
政
治
的
世
界
そ

の
も

の
は
・

自
己

の
政
策
実
現

の
た

め
に
政
府
部
内

の
人
間
関
係
を
墓

す
る

こ
と
に
ー

ふ
た
た
び

「
霧

」

の
世
界

に
還
元

さ
れ
て
い

っ
た
・
そ
れ

に
た
い
す
る
木
戸

の

特
徴

は
政
治
状
況

の
も

つ
多
面
隻

視
野

に
入
れ
、
そ
れ
を
で
き

る
か
ぎ
り
合
理
的
な
支
配

の
中

に
組

み
こ
も

う
と
す
る

こ

と

で

あ

つ

紛

た
。
木
戸

に
お
け
る
支
配

の
ム
・
理
性

へ
の
志
向

と
大
久
保

に
お
け
皆

歩

↓

ヅ
プ

の
優

催

と
い

う
両
者

の
政
治
観

の
相
違

は
・
無

⑫

自
覚

の
う
ち
に
も
彼
ら

の
政
治
的
、
思
想
的
対
立

の
根
底

を
な
し
て
い
た
で
あ
ろ
簗

畑



木
戸

の
大
久
保
路
軽

判

の
第
二
点

は
・

そ

の

「
急
進
主
義
」
的
近
代
化
肇

に
向
け
ら
れ
た
。

こ
の
問
題

に
入
る
ま
を

、

ま
ず
木

戸

の
近
代
化
・

「
文
明
開
化
二

盤

つ
い
て
の
思
想
を
考

え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
維
新
後
、

【
文
明
開
化
」

の
風
潮
は
東
京

を
中
心

に
沸
騰
し
・
時
代

の
奔
流
と
な

っ
て
い
た
・
政
治
主
体

の
拡
大

に

つ
い
て
と
同
様
、
木
戸

は
国
民

一
磐

自
発
的

に
近
代
化

に
適
A
.
し
て

い
く
能
力
を
も

っ
て

い
る
こ
と
を
疑
わ
な
か

っ
た
。
「
璽

開
化

に
趣
き
候
様
禦

手
、

月
を
逐
ひ
日
を
逐

ひ
、

民
之
束
謹

と
き
畠

を
得
さ
せ
候
様
に
御
手

段
有
之
候

と
き

は
、

誓
而
下
よ
り
開
化

に
馳
せ
、

左

ほ
ど
響

心
無
之
候
而
御

運
之
禦

と
奉
存
候
。
」
だ
が
そ

れ
と
同
時

に
・

木
戸

は

こ
の
風
潮
が
見
す
ご
す

こ
と
の
で
き
な

い
重
大
な
墓

q
を
も
た
ら
し

つ
つ
あ

る
こ
と
に
皆

し
て
い
た
。
木
戸

に

緊
雛

讐
饗
縫
雑
縫
追覆
難

器
欝

藁

縫

藤

う
な
傾
向

は
西
欧
文
化

の
受
容

そ
の
も

の
療

因
が
あ
る

の
で
は
な
く
、

し
た
が

っ
て
近
代
化

の
必
然
的
な
結
果
で
は
な

い
と
考
え
た
。

木
戸

に
よ
れ
ぽ
・
西
欧
文
明
を
性
急

か

つ
表
面
的

に
模
倣

し
て
い
る
と

い
う

の
が

「
文
明
開
化
」

の
現
状

で
あ
り
、
右

の
よ
う
な
肇

口
の

笙

の
原
因
で
あ

っ
た
・
木
戸
が
欧
米

で
得

た
知
識

に
よ
れ
ば
、

か
の
国

乏

お
い
て
筆

リ

ス
ト
教

の
布
教
が

「密

に
し
て
里

、
窒

る
ま
で
行
塵

き
・
そ

の
文
明

の
精
神
的

ハ
ッ
ク
ボ

↓

に
な

っ
て
い
る
の
に
た

い
し
て
、
わ
が
国

の
現
状

は

儒

も
佛
も
耶
も
何
も
空

物

に
て
・

只
開
化

々

々
と
名
利
之
開
編
ご

終
始
す

る
有
様

で
あ
る
。

西
欧
文
明

の
受
容
守

F

す

べ
き
攣

者
、
開

化
先
生
」

の

多
く
も
た
だ
ひ
た
す
ら

「
嚢

仁
礼
之
風
を
饗

三

と
に
や

っ
き

と
な
り
、

こ
の
よ
う
な
風
潮
を
助
長
し

て
い
る
。
ま
こ
と
に

コ
削
途

　
お
　

只
此
弊
而
巳
を
残
し
候
様
成
行
候
而
は
萬
世
之
遺
憾
」
と
木
戸
は
歎
ず
る
の
で
あ
る
。

木
戸

に
と

っ
て
右

の
弊
害
が
内
包

し
て
い
る
、
よ
り
深
刻

な
問
題

は
、

こ
の
よ
魂

風
禦

維
新
の
変
革

の
露

と
は
別

の
方
向

へ
国

民

を
お
し
流

そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
三

+
年
来
千
辛
萬
苦
之
境

を
不
顧
L
、
菌

を
愛
す

る
の
心
薄
く
L

し

つ
つ
あ
る

こ

と

に
・
木
戸

は
危
機
を
感

じ
て
い
た
・

こ
の
よ
う
な
危
機
を
黍

に
ふ
せ
ぎ
篁

口
を
嬌
正
し
て
、

国
家
を

颪

之
開
化
L

に
導
く

た

め

に

110Cars)



明治維新の論理と構想

は
、

国
民
全
磐

藁

に
、
「漸
進
的
」
に
近
代
化
に
適
A・
さ
せ
て
い
か
な
け
れ
婆

ら
な
い

と
鰹

糞

具
体
的
に
は
小
学
警

に

大
き
な
期
待
を
寄

せ
た
。
木
戸

は
、

前
述

の
よ
う
な

「
漸
進
嚢

」

の
思
想

に
も
と
つ

い
て
・
「
国
は
人

よ
晟

立
候
も

の
に

つ
き
・

た

と
え
手
間
覆

と
も
奨

に
漸
進

い

た

し
、

退
歩

い
た
さ

葛

様
心
覆

方
、

総
体

睾

鱗

と

い
う

「
漸
進
的
」
開
化

の
立
場
を
と

り
、
頑

固

の
親
父
が

一
枚

つ
土

枚

三

げ
候

て
、
真

に
開
髄

て
い

く

よ
う
に
・

華

に
近
代
化
し
て
い
く

べ
き

で
あ

る
と
壷

た
。
同
時

に
、
そ

こ
に
は
、
対
外
的
独
立

羅

持
と

い
う
近
代
化

の
晶

の
た
め
に
は
、
少
数

の
洋
学
者

や
西
慧

た
ち
の
皮
相
な
主
張

噛
蘇
謡
縫
鰐
、↓饗
翼
凱鞭
惣
報
裂
鴇
騒
凛
綿
肋蟻
鴛
鯵
窺

育

の
噸

に
は
、
教
育
内
容

に
お

い
て
と
り
わ
け

婿

身

の
学

は
欧
州

の
+
倍
も

い
た
さ
せ
た

く
、
文
部

へ
も

こ
の
道
理
を
心
切

箱

す

齢

謬

齢

捲

薫

響

雛

謡

的
空
洞
を
埋
喚

ひ
い
て
は
.国
を
愛
す
る
の
心
L
を
生
み
出
そ
-
と
い
-
国

こ
の
よ
う

に

漸

進
的
」
な
開
化
を
主
張

し
た
木
一　
は
、

そ

の
占
描
で
、

・
シ
ア
が

「
百
年

を
経

而
徐

蓮

芝

璽

誌
ド

た

こ
と
を
日
本

の
近
代
化

の
手
本

と
考
え
て
い
た
。
そ
し
イ、
日
本
も

漸

進
的
」
な
近
代
化

に
よ

っ
て
必
ず

「
世
界
篁

等

恥

間
幽

が

で
き

る
こ
と

を
讐

し

て
い
た
。
実
際

に

「
小

学
校
な
ど
に
て
少
年

の
進
歩
を
暴

候

へ
は
、
実

に
人

ほ
ど
す

議

候
も

の
は
こ
れ
な
輪
こ

い
う
よ

う

に
、

国

民

の

遙

歩

」

は
+

分

に
期

待

で
き

た
。
も

と

よ
り

ア

メ
リ

ヵ
人

や
ド

イ

ッ
人

と

い
え
ど

も

日
本

人
と

「毫

も

異

な

る
も

の
な
」

い
の
で
あ
り
、
「
恨
む
る
と

こ
ろ
は
、

只
警

年
国
を
鎖

し
、

自

ら
宇
内

の
形
勢

に
暗
く
、

ま
た
四
方

の
学
問
を
研
窮
す

る
の
犠

」

か

っ
た
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
る
と

こ
ろ
彼
我

の
養

「
只
学
、

不
学

に
あ

る
而
艶

で
あ
る
・

三

に
は
・
西
欧
文
明
に
冒

的

に
追
従
す

る
の
で
は
な
く
、

国
家

の
対
外
的
独
立
の
維
持
と

い
畠

的

に
そ

っ
て
主
体
的

に
近
代
化

の

〒

ス
蓮

択
す

る
と
い
う
木
戸

の
姿
禦

み
ら
れ
よ
う
。
「
欧
羅

巴
州
何
物
ぞ
、
我
只
独
り
朝
寝
を
し
た
り
、
睡
足
、
今
将
起
、
少
女
と
小
児

た
も
と

}

そ
に
か
ら
的

と

は
・
こ

(217)111



の
よ
う

な

と
き

の
彼

の
心
境

で
あ

ろ
う

。

と

こ
ろ
で
・

こ
の
よ
う
な
近
代
化
論

に
立

つ
木
戸

は
、
板

垣
退
助
ら
畠

民
権
派

の
思
想
と
運
動
を
ど

の
よ
う

に
評
価

し

た

だ

ろ

う

か
・

板
垣
ら
は
・

木
戸
が

征
台

の
役

の
決
定
を
不
満

と
し
て
政
府
を
去

.
た

天

七
四
年

(累

七
三

民
議

院
設
立
建
白
童
田
を
世

に

問

い
・
大
久
保
ら

の
有
司
専
制

こ
と

に
国
民

に
た
い
す

る

「
政
舎

端
、
朝
出
暮
改
、
政
刑
情
実

晟

り
、
賞
罰
愛
憎

に
出
づ
、
暫
口
路

塞
蔽
・

困
苦
告
る
な
壌

と
い
う
圧
政
を
批
難

し
、
国
民

の
権
利
と
畠

を
羅

し
、
民
選
議
院

に
よ

っ
て
政
府

と
国
民
と
が

一
体

と
な

る

べ
き

こ
と

を
主

張

し

て

い
た
・

こ

の
こ
ろ

か
ら
板

垣

は
じ

め
小
室

信

夫
、

古

沢
滋

ら
民

権

派

の
。フ

レ
↓

は
、

同
じ
く

政

府
を

去

り

か

禦

叢

曝

徽
聾

邸馨

難

藩

罐

繁

卸淋鰻

麓

灘

の
動
き

に
不
信
と
警
戒

の
気
持
を

つ
よ
め
て

い

っ
た
。

民
権
派

に
た

い
す
る
木
戸

の
批
判

の
篁

点
は
、
そ

の

忍

進
」
的
性
楚

た
い
す
る
も

の
で
あ

っ
た
。
木
戸

か
ら
み
れ
ば
、

小
室

や

古
沢
が
英
国

で
の

「
き
き

か
じ
り
」

を
主
張

し
、
板

垣
も

「
英

の
政
体

々
多

々
」
と
い
う
け
れ
ど
も
、
そ
も

そ
も
政
治
体
制
と

い
う
も

の
は
そ

の
国

の
政
治
的
風
走

根
づ

い
三

自
蓬

成
就
す
麓

も

の
で
あ
る
.
板
垣

の
主
張
は

「
重
.
物
通

舐

)
今

日
之
人
情
も
不
顧
、

文
明
之
度
も
不
察

霧

運
転
之
讐

不
権

、

歩
せ
す
し
て
富
岳

は
只
越
さ
る
る
と

口
に
而
申
せ
し
諺
之
如
」
き
も
の
で
あ
る
。
ま
し

て

「
公
然
・
共
和
政
治
等
之
事
を
議
」
す
結
果
、
天
皇
制

の
否
定

に
行
き

つ
く

よ
う
な

こ
と
は
、
木
戸

に
と

っ
て

「
死
す

と
も
瞑
早

る

　
　
　

不
能
」

る
重
大
事

で
あ

っ
た
。

木
戸

の
民
権
論
批
判

の
第

二
点
は
・
彼

ら
の
思
相
心
と
行
動
が

頁

隻

欠

い
て
い
る

こ
と
に
向
け
ら
れ
た
。
木
戸

に
よ
れ
ぽ
、
建
皇

日

中

の

「
政
書

端
・
朝
出
暮
改
」
以
下

の
政
府
批
判
は
た
し
か
罎

を
得

て
い
る
が
、

し
か
し
現
在

の
政
府
は
多
少
と
も
徽

篁

、
に
気

づ
き

は
じ
め
て
お
り
・

反
省

の
色
も
見
え

つ
つ
あ

る
。

し
か
る
籔

あ

変
革
を

一
挙

に
断
行
し

「
政
舎

端
、
朝
出
暮
改
」
し
た
の
は
、
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む
し
ろ
板
垣
が
西
郷
ら
舞

派
と
と
も
に
在
任
中
の
留
守
政
府
だ

っ
た
で
は
な
い
か
と
い

う
の
が
木
戸
の
批
判
で
あ

っ
た
・

天

七
五
年

(明
治
八
)
内
閣
と
省
卿
の
分
離
を
主
張
す
る
板
垣
が
、

旧
藩
主
層
の
蓬

的
利
益
の
復
活
を
主
張
す

る
立
場
か
ら
政
府
に
不
満
を
抱
い

て
い
た
左
大
臣
髭

久
光
と
む
す
ぶ
と
、
板
垣
ら
に
た
い
す
る
木
戸
の
不
信
は
決
定
的

と
な
っ
た
・
主
張
を
異
に
す
る
要

が

薮

す
る

の
は
、

結
局
彼
ら
の
動
機
が
た
ん
な
る
不
平
に
も
と
つ
く
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い

と
木
戸
に
慧

わ
れ
た
・

「
ポ
ル
チ
ッ
ク
な
ど
車

慮

よ
り
之
論
は
、
多
く
は
付
も
の
需

、
元
来
馨

之
論
は
不
平
楚

い
芒

儀

灸

鍵
」、
「其
不
平
の
為
め
に
変
移
無
窮

其
品
位
実

に
鄙
劣
な
る
、
本
邦
の
奨

を
推
考
し
不
堪
羅

な
り
。
板
垣
退
助
、

河
野
敏
攣

は
皆
民
漿

に
し

て
封
蘂

と
合
せ
筆

彼
ら
の

「政
治
」
性
、
こ
と
に
か
つ
て
農

撃

を
と
も
に
戦

っ
た
板
垣
の

「背
信
」
行
為
に
・
木
戸
は
強

い
不
態

を
抱
い
た
と
い
え
よ
う
.

結
局
、
民
権
派

に
た
い
す
る
木
戸

の
評
価

は
次

の
よ
う
な
と

こ
ろ
に
お
ち

つ
い
た
。
「
本
邦
人
の
大
弊

は
・
何
分

あ
た
ま
が
ち
に
て
固
有
堪

離

雛

繋

欝

纏
鰍舞

籍

的麟
雛

鎚
慕

齢鰺

甑

の
典
型

以

上

の
も

の
と

は
思

え
な

か

っ
た

と

い
う

こ
と

で
あ

ろ
う
。

さ
て
、
問
題
は
大
久
保
路
線
に
む
け
ら
れ
た
木
戸
の

「急
進
」
主
莚

判
で
あ

る
が
、
木
戸
に
よ
れ
ば
・
急
進
的
開
化
の
弊
害
羅

新

政
府
姿

、
そ
集
中
し
イ、
い
た
。(駈

口
頭
上
は
人
民
急
進
に
過
候
棄

少
候
得
共
、
行
政
上
は
折
節
隷

募

謙

春

隷

之
・

後
来
之

困
難
如
何

と
煩
念
候
事
も
不
少
。L
急
進
的
籍

と
い
う
占
…で
は
、
政
府
も
そ
れ
に
対
立
す

る
民
権
派
も

な

ん
婁

な
る
と
こ
ろ
は
な
か

っ
た
。
コ
則
年
民
嚢

院
の
論
起
し
よ
り
、

政
府
に
急
準

漸
進
の
二
党

あ
り
。
今
の
政
府
は
所
謂
鍵

党
に
し
て
・
政
府
亦
鍵

を
以

て
自
ら
命
せ
り
。
然
れ
と
も
孝
允
を
以

て
之
を
視

る
に
、
唯
民
選
議
院
を
説

か
さ
る
の
み
・
其
急
進

た
る
は

一
な
り
・
何

そ
や
・
政
府
・

切

民
嚢

院

(派
)
は
委

以
て
不
開
の
人
民
に
施
す
に
至
っ
て
は
、
其
開
、
不
開
を
問
は
す
、
適
、
不
蓼

論
芋

・
直
ち
に
我
の
是
と
す

⑫

る
所
を
以
て
之
に
加
え
、
而
又
蔑

姦

に
す
。
是
急
進
に
非
す
し
て
何
ぞ
。
隷

諒

で
愈

愈

・
余

毫

紫

ゑ

量

ど
臨

塒



冬

恭
隷

な

婁

察

・
黙

慧

み
蔭

如
何
・
必
愚

を
修
め
、
鰹

馨

養

、
跡
で
馨

慧

②

ヘ

へ

　
カ

　

な
解

批
判
し
た
政
府
の

「急
進
」
主
葦

い
う
ま
で
も
な
薙

新
政
府
の
近
代
化
肇

で
あ
っ
た
・
よ
暮

的
舞

大
久

ω

保
の
率
い
る
内
務
省
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
殖
産
興
業
政
策
で
あ

っ
た
。
岩
穫

節
団
と
と
も
に
護

し
た
大
久
保
は
、
そ
こ
雪

近
代

国
家
L

へ
の
牽
引
力
が
近
代
肇

で
あ
る
こ
と
を
畢

し
た
。
産
業
革
命
の
象
徴
で
あ
る
蒸
気
機
関
車
の
力
強
い
疾
走
ほ
ど
、
大
久
保
に

と

っ
て
頼
も
し
く
受

た
も
の
は
な
か
っ
た
・
「製
作
場
ノ
盛
ナ
ル
事

曾

テ
傳
聞
ス
ル
虜
ヨ
リ

房

増
り
、至
ル
慮
黒
姻
天

二
朝
シ
、
大

小
之
製
作
所
ヲ
設
ケ
サ
ル
ナ
シ
・
英
ハ
姦

訟

所
馳

知
坐

足
か
訟

.
…

凡

奢

演

5

蕩

漢

江
渉

嘆

諦

、逸

+
年
以
来
ノ
事
ナ
ル
ヨ
シ
・
然
レ
ハ
皆
義

車
発
明
ア
ッ
テ
后
義

ニ
テ
、
勢

隠

魯

メ
貿
易
ヲ
起
ス
モ
半

ハ
餐

二
萎

ル
ト
相

難
獣
継

鯵
鷺
霧
鱗

誰
欝獣
藍

難

纏

諺
鞠

雛

な
蛋

甦

で
あ

っ
た
・
麦

保

は
・
定
評
あ
る
彼

の
政
治
的
情
熱

と
手
腕
、
鉄

の
ご
と
く
固

い
意
志

の
す
べ
て
を
殖
産
興
蓬

注
ぎ
込

ん
だ
と
言

っ
て
も
過
言

で
は
あ
る
ま
い
・
禦

内
薯

に

芙

官
僚
群

を
結
集
し
た
の
も
、
内
務
省
を
し
て
こ
の
肇

を
推
進
す
る

「
蒸

汽
車
」

た
ら
し

め
る
た
め
に
ほ
か
な
ら
な

か

っ
た
・
大
久
保

に
は
と
う
て

い
、

こ
の
よ
う

に
緊
色
心な
軽

生

刻

た
り
と
も

「
無
気
努

の
人
墜

の
乏

委

ね
る

こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
・

た
と
え
強
引

で
は
あ

っ
て
も
、

自

ら
率

い
る
内
務
省

の

強
力
な

リ
!
ダ

ー
シ

ッ
プ

に
よ

っ
て
・
確
実

か
つ
速
や
か
旨

標

蓬

成

し
な
け
れ
ぽ

な
ら
な
か

っ
た
。
署

、

之
を
政
府

の
楚

非
す
と
し
、

措

い
て
人
民

の
長

進
に
任
せ
・
荏
蒙

藝

経
邊

は
、
蓑

状
の
底
止
す
る
所
、
薩

綴

俊

蕩

覗

噛

鶯

醜

最
も
色心な
る
も
の
に
し

て
・
政
理
盆

慰

蒙

藍

恥
・
森

勢
塗

惣

於
で
怨

へ
か
ら
さ
る
の
霧

と
云
は
さ
る
を
得
す
。」

こ
の
よ
う
に
変
則
も
承
知
の
上
で
強
行
さ
れ
た
殖
産
興
業
肇

と
、

そ
れ
を
忠

と
す
る
政
府
の
急
激
な
近
代
化
肇

t

蓄

国
強
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兵
L
策

は
、
当
然

篠

々
の
摩
擦
を
禺

に
生

み
出

し
た
。
そ
し
て
そ
の
し
わ
よ
芸

多
く

は
・
農
民
や
旧
士
族
を
は
じ
め
と
す
る
国
民

の
上
量

い
畠

と
な

っ
て
お
お

い
か
ぎ

っ
て
い

っ
た
。
木
戸

の
政
府
批
判

は
、

ま
ず

こ
の
よ
う

に
譲

な
近
代
化
-
古

欧
化
政
策

の
も
た
ら
す
弊
害

を
鶏

し
て
い
る
。
「
政
治
上

の
事
も
兎
角

是

之
目
的
無
之

、
専
ら
文
明
を
薇

し
・
却

て
人
民
上
之
鐘

を
妨
け
・

或

は
暴

に
警

年
之
慣
習
も

覇

に
破
壊

し
、

国
と
人
と
の
幸
福
を
失
し
候
事
も
不
躯

木
戸
も
、
「
強

は
富

よ
り
生
し
候
も

の
に
て
、
笛

の
本
相

立
た
ざ

る
と
き

は
・
前
途

い
か
ん

と
も

い
た
し
が

た
く
塵

と

い
う

よ

う

に
、

国
家

の
対
外
的
独
立

羅

持
と
い
う
究
曹

標

の
た
め
に
は
、

産
業
を
育
成
し

雷

国
強
兵

」
を
目
ざ
す

こ
と
に
異
論
は

な

か

っ

た
。
し
か
し
、
国
家
発
展
の
担

い
手
で
あ
る
国
民

の
生
墓

撃

侵
す
、

こ
の
よ

う

に
巖

な
西
欧
化

は
・
む
し
ろ
肇

の
健
全
な
誕

漢

麟

磁鍵

鎌
レ.耀
る罷
穫

縫

藤

醗
砺蘇
難
難

鳶

謙

畿
鑓
糠
磁鍵

鍵
讃

難
箏

綴

久
保
を
内
薯

か
ら
引
き
離
す

べ
く
馨

口
し
た
。
そ

の
理
由
を
、

日
記
に
次

の
よ

う

に
記
し

て
い
る
・
「
大
久
保
・

内
務
を
議

し
て
無

益
と
な
す
も
の
は
、
大
慨
の
喜

判
任

の
詮
議

に
出

て
、
都

下
に
蓼

勧

.

.
の
事
を
企

て
・
数
多

の
局

を
設
け
・
大

に
土
木
を
起
す
と
い

え
ど
も
、
真

に
民
力

の
復
す
る
根
本

に
慧

す
る
も

の
幕

な
り
。
故
に
そ

の
箪

い
か
ん
を
智

ず
・

た
だ
木

縁

り
て
魚
を
求
む
る

が
如
き
を
恐
る
。
常
に
人
民
に
直
挙

る
改
革
霧

て
俄
急
を
象

」

⑳

杏

の
大
久
保
路
軽

判
は
、
後
者
の
急
激
な
近
代
化
政
策
が
国
民
生
活
の
破
壊
を
も
た
ら
し
・
そ
れ
に
た
い
し

て
抵
抗
す
る
量

⑫

揆

に
対
し
て
は
容
赦
な

い
弾
圧

に
よ

っ
て
応

え
よ
う
と
し
た
と
き
、
そ

の
極
点

に
達

し
た
。

自
ら

の
肇

遂
行
を
阻
ま
れ
た
こ
と
に
よ

っ

鵬



て
う
っ
積
し
て
き
た
不
漫

・
国
民
と
自
己
と
生

体
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
は
け
口
を
見
出
し
、

一
挙
に
爆
発
し
た
か
の
よ
完

あ

っ
た
・
木
戸
に
ょ
れ
ば
大
久
保
お
よ
び
内
務
省
が
先
導
す
る
政
府
の
国
内
近
代
化
政
策
は
騒

実
に
は

天

の
生
活
な
と
も
塵
芥
の
ご

と
く
想

得
・
た
だ
ー

箋

き
に
薮

千
万
の
生
活
上
よ
り
慣
習
篭

容
易
に
軽
乏

破
却
L
し
、
輩

さ
気
取
に
て
行
政
上
の
改
薯

遍

L
し
て
い
る
・
そ
し
三

方
で
は
・
こ
の
よ
う
な
急
激
か
つ
現
実
を
無
視
し
た
改
慕

ひ
き
お
こ
す
圧
迫
に
耐
.磁

れ
ず
、
「捲

暑

し
み
・
終
に
失
活
路
・
不
得
止
愁
訴
歎
願
、
劣

籍

霧

へ
候
も
の
を

(政
府
は
)
元
辺
に
て
ぽ
ち
々
々
と
難

」
し
て

い
る
で

は
な
い
か
・
こ
の
よ
う
に

固

翫

し
た
斐

を
と
る
こ
と
は
、
維
新
政
府
に
と
っ
て
も
危
険
な
葦

を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

は
つ
ま
り
・
「
お
よ
そ
人
民
は
そ
の
慣
習
星

活
せ
さ
る
者
少
し
。
こ
れ
を
以
て
邊

そ
の
慣
謬

変
す
れ
は
、
生
活
の
道
を
失
う
も

ま

た
自
然
の
楚

し
て
・
象

景

葱

漁

・
豫

熱
曾

怠

臭

篤

憲

蓉

蝕

あ
」
る
か
ら
で
あ
る
。
国
民
の
生
活
を
無
視

し
・
「
轟

の
条
理
」
を
論
じ
三

蒙

急
進
L
す
る
政
府
の

「急
進
」
義

の
結
果
、

国
民
が

「挙
て
謀
反
人
と
相
成
候
外

こ
れ
な
き

時
は
・
呆

滅
亡
の
随

に
ほ
か
な
ら
な
い
と
杢
　
は
考
え
た
.

こ
爽

彼
ら
現
在
政
府
に
あ
る
人
々
が
維
新
の
舞

を
な
め
足
り

ず
、

そ

こ
か
ら
十

分

な
教

訓

を
得

る

こ
と
が

で
き

な

か

っ
た
か

ら

で
あ

る
。

(65
)

そ
れ

に
し
て
も
・
国
民

の
身

に
な

っ
て
考

え
る
と
き
、
政
獲

よ
る

「
籍

連

の
征
伐

は
身

の
毛
が

よ
だ
ち
申
候
」

と

い
う
の
も
、
木

戸

の
い

つ
わ
ら
ざ
る
籍

で
あ

っ
た
・
彼

は
・
大
久
保
路
線

に
た
い
す

る
批
判
と
不
響

つ
の
ら
せ
て
い
く

ξ

れ
て
、
維
新

の
玄.萎

難

雛藩

懸
雛
　諜
窯

欝
難

あ

っ
た

。
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明治維新の論理と構想

(
1
)

「
野
村
素
介
宛
書
翰
」
『
木
戸
孝
允
文
書
』
三
、

一
八
六
頁

(
2
)

大
久
保
利
謙

「
五
ケ
条
の
誓
文

に
関
す

⇔
署

塞

(『
歴
史
地
理
』
第
八
八
巻
⊥

、
お
よ
び

『
論
集

・
呆

歴
史
9

・
明
蕪

新
』
所
収
)
参
照
・

(
3
)

「
三
条
実
美
宛
書
翰
」
『
木
戸
孝
允
文
書
』
四
、

一
〇
三
-
四
頁

(
4
)

「
岩
倉
具
視
宛
書
翰
鳳
、
同
右
、
四
、
九
九
頁

(5
)

後
年
木
戸
は
、
急
進
義

か
ら

漏

進
嚢

」
へ
の
餐

を
次
の
よ
う
に
回
顯
し
て
い
る
.
「筥

往
奨

を
慧

候
得
ぽ
・
塑

新
暴

も
朝
廷
上
な
り
董

な

り
内
外
紛
転
之
際
、
僅
々
凡
大
綱
奇

相
成
も
の
は
糞

断
な
く
て
元
よ
り
不
叶
事
と
存
簿

共
、
他
は

擾

之
纂

を
蒙

し
婆

漸
進
寄

主
と
持
説
主
張
簿

共
、
始
終
か
き
ま
ぜ
ら
れ
云
々
」
(
「
非
上
馨
宛
書
翰
」
、
同
右
、
三
九
四
頁
)

(
6
)

「
大
久
保
利
通
宛
書
翰
」
、
同
右
、
四
、
五
〇
頁

(
7
)

す
で
に

天

六
八
年

(
器

元
)
、
木
戸
は
国
家
の
対
外
的
独
立
と
い
う
究
極
曽

的
の
た
め
に
も
・

毘

の
自
発
的
服
従
が
必
要
で
あ
肇

〕
と
奎

張
し
・

ま
た

そ
れ
が
近
代
国
家
と
し
て
当
然
の
方
針
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
朝

廷
含

之
御
力
而
是

而
は
、

決
而
往
重

国
之
御
備

へ
も
不
相
立
・

樋
而
御
維
持
も
万
々
不

相
成
辺
を
、
各
国
之
畠

を
保
護
い
芒

候
将

而
は
、
邦
内
之
人
碁

負

力
客

せ
、
饗

国
之
守
備
を
立
・
永
続
之
策
姦

ら
し
候
次
第
之
廉
々
を
挙
け
・
先

以
信
切
矢

民
に
も
相
示
し
置
、
左
候
而
響

以
御
手
を
被
立
候
瞥

、
必
天
下
に
被
行
可
姦

。
笙

に
府
県
之
知
謹

不
及
申
・
判
琶

下
に
て
も
此
慮

へ
は
屹

度
着
眼
を
仕
、
其
心
得
需

會

政
妻

煙

不
仕
而
は
、
決
而
不
相
肇

と
奉
存
候
.L
(「後
嚢

二
郎
宛
書
翰
」・
同
右
・
三
・
西

七
-
会

)
木
戸
の
こ
の
構

想
が
、
幕
末
の
長
州
藩
に
お
け
る
経
験
を
ふ
ま
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ゆ
を

木
戸
に
と
っ
て
、
維
新
前
後
の
非
日
常
的
状
況
を
ど
の
よ
う
に
収
拾
す
る
か
は
、
一
面
で
は
そ
れ
が
ア
ナ
↓

-
に
な
だ
れ
こ
む
の
を
恐
れ
な
が
ら
も
・

謡

そ
こ
に
蓄

し
た
政
治
的
エ
ネ
ル
ギ

が
国
家
の
対
外
的
独
妾

馨

す
る
た
め
に
発
響

れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
が
ゆ
え
に
董

大
か
つ
蟄

を
琴

る
課
題

で
あ

っ
た
。

昊

下
之
事
、

車

定
よ
り
も

軍

定
後
天
下
美

方
向
を
相
定
め
、

皇
国

丙

之
正
気
を
以
万
国
に
冠
絶
た
る
規
模
禦

之
事
万

々
御
六
つ
ケ
敷
姦

と
痛
按
之
至
に
御
農

.
言

余
年
窟

之
気

蒔

如
斯
鼓
動
仕
候
而
は
、
此
後
殺
気
之
所
塾

大
謹

御
座
候
・
大
量

国
之
御
為
と
も
香

有
之
大
害
と
も
相
成

申
候
。L
(「久
保
松
太
郎
宛
霧

」、
響

、
三
、

δ

四
頁
)
こ
こ
覧

ら
れ
る
よ

う
に
、
木
戸
は
時
代
の
雰
囲
気

(「気
」)
壷

視
し
・
ま
た
そ
れ
に
敏
感
に
対
応

し
た
政
治
家
で
あ
る
。
.乏

こ
の
時
期

の
木
戸
は
、
「
気
」
を
い
わ
ば
社
会
心
理
と
し
て
窺

的

に
羅

し
・

か
つ
あ
る
程
霧

作
す
る
こ
と
の
可
能
な
対
象
と
し

て
考
え
る
よ
う

に
な

っ
て
い
る
。

(
8
)

『
木
戸
孝
允

日
記
』
一
、
三
四
五
頁
。

一
八
七
〇
年

(明
治
三
)

四
月

一
八
日
の
項

(
9
)

同
右
、
二
、

一
=

頁
。

一
八
七

一
年

四
月

一
四

日
の
項

(
10
)

「伊

藤
博
文
宛
書
翰
」
『木

戸
孝
允
文
書
』

五
、

三
二
五
頁

(
11
)

「
内
海
忠
勝
宛
書
翰
」
、
同
右
、
五
、

二
二
八
頁

(223)117



(21)人鞭
雛

蕪

鰯
黙

叩親
難

襲

髪

懸

馨

.墓
嚢

聯
灘

頒穫
欝

而
は
・
却
而
於
峯

上
及
遅
延
候
事
も
可
有
之
整

蓼

へ
申
候
。
L
(
「伊
馨

文
宛
霧

」
、
同
右
、
四
、

一
九
ニ
ー
三
頁
)

(
13
)

「
立
法

・
行
政

に
関

す
る
建
言
書
」
、
同
右
、
八
、
五

四
-
五
頁

〔皿嚢

纏

糎
鱗

能
購蘇

霧

難

難
錘
難

穀

笈
鰍鋲
馨

皆
属
水
泡
候
。
」
(
「青
木
周
蔵
宛
書
翰

」
、
同
右
、

五
、
三
三
九
頁
)

(
16
)

「
井
上
馨
宛
書
翰
」
、
同
右
、

五
、
四
二
〇
頁

(
17
)

「
愼
村
正
直
宛
書
翰
」
、
同
右

、
五
、
三
七
三
頁

(
18
)

「尾
崎
三
良
宛
書
翰
」
、
同
右
、
六
、
二

一
二
頁

　"
毒

叢

鞭

」饗

ハ〕ハパ
　聯
績
戸
は
政
策
の
決
塞

部
の
畢

圧
力
に
よ
っ
て
左
嚢

る
現
状
塞

ハ
ル
バ
ー

様
L
で
あ
る
と
嘆

き
・
政
治
が
制
髪

通
じ
て
蔓

的

に
行
わ
れ
る
状
態
を

「
文
明
」
的
で
あ
る
と
し
て
い
る
.
(「
森
寺
纂

宛
霧

」
、
同
右
、
五
、
七
六
募

照
)

(、緯

鶴
欝
講

灘
撫

謙伽饗
総

謙
繕
賑灘講

臆
蠣
韓
糠
鍵
繕
難
鞭
麟
蕪
鞍
臓

頁
凝

麟

絵

雛

犠

鮪
⑰
蕪

讐

て
お
ー

保
は
危
機
に
賢

政
府
内
部
の
結
束
を
固
め
る
必
要
　

っ
て
、
つ
ね

118(224)



明治維新の論理と構想

に
木
戸
の
助
力
を
求
め
て
い
る
。
「麦

保
参
議
は
蟄

穫

之
性
質
に
而
、
不
抜
之
志
は
多
年
無

智

驚

嚢

湧

付

:
。.」

(署

倉
具
視
宛
醤
翰
L
・
『木
戸

孝
允
文
書

、
五
、
五
九
頁
)
「大
本
を
謹

し
、
始
終
を
慮
り
、
治
術

二
穫

当
時
之
人
物

ハ
木
戸
其
人
ナ
ラ
ン
カ
・」
(「誉

公
簑

芒

意
暑

」
(『大

久
保
利

通
文
書
』
、

三
、

一
四
ご
頁
)

(
23
)

「税
所
篤

へ
の
書
翰
」

『大
久
保
利
通
文
書
』

六
、

一
一九

一
頁

(
%
)

も
ち
ろ
ん
薯

の
対
立
の
舞

康

因
と
し
て
薩
長
両
藩
閥

9

麦

差

し
て
の
わ
だ
か
ま
り
が
あ

っ
た
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
・

こ
と
に
丞

戸
が
葉

に
お

い
て
薩
摩
藩
に
た
い
し
て
抱
い
た
不
信
感
績

強
く
、

天

六
三
年

(文
久
三
)

の
八

二

八
ク
塁

字

で
の

「薩
賊
」
の
記
擦

終
生
消

え
去
る
こ
と
が
な
か
っ

た
。
護

府
で
難

出
暑

と
籍

蓄

、
と
を
霞

な
く
さ
れ
て
以
後
も
、
木
戸
は
つ
ね
に
彼
ら
に
た
い
す
る
警
戒
心
を
失

っ
て
い
な
い
・
こ
と
に
当
時
政
府
内
で

麦

保
を

リ
麦

さ

す
る
麟

閥
が
政
治
力
を
ふ
る

っ
て
主
譲

を
に
ぎ
り
、

轟

が
し
り
ぞ
け
ら
れ
る
状
況
に
い
ら
だ
ち
を
抑
え
き
れ
な
か
っ
た
・
「
薩
説
に
は

大
抵
行
わ
れ
ざ
る
な
く
、
前
日
非
と
す
る
も
の
、
多
く
は
附
和
雷
同
、
自
ら

;

の
パ
↓

を

な
せ
り
・」
(「
井
上
馨
宛
書
翰
」
『木
戸
孝
斐

謹

六
・
三

九
四
-

五
頁
)

ま
た
肇

閥
の
背
後

に
あ

.
て
彼
ら
の
彗

、
力
を
作
り
出
し
て
い
る
鹿
児
彙

が
、
中
央
政
府
の
き
め
た
藷

を
こ
え
て
強
大
な
畢

力
を
保
有
し
て
半

「
割

拠
」
の
状
肇

つ
づ
け
、
彼
ら
を
通
じ
て
特
別
謹

(た
と
え
ば

天

七
六
年
の
金
緑
公
債
発
行
条
例
に
お
け
る
)
を
ひ

き
出
し
て
い
る
こ
と
も
・
木
戸
の
大
き
な
不

噂

あ

っ
な

木
一戸
は
、
.、
の
よ
う
な
不
平
等
を
改
め
、
全
国

「
公
平
の
設
施
」
を
行
-
べ
き
で
あ
る
と
い
畠

央
政
唇

僚
と
し
て
の
原
則
馨

逡

し
主
張
し

(
25
)

「岩
禽
具
視
宛
書
翰
」
『
木
戸
孝
允
文
書
』
四
、

一
〇
〇
頁

(
26
)

「
河
北
俊
弼
宛
書
翰
」
、
同
右
、
四
、
二
七
九
頁

(
27
)

「
渡
辺
昇
宛
書
翰
」
、
同
右
、
四
、
三

一
〇
頁

(
28
)

「柏
村
信
宛
書
翰
」
、
同
右
、
四
、
三
六
六
頁

(
29
)

「
杉
山
牽
敏
宛
書
翰
」
、
岡
右
、
四
、
三
四
〇
頁

(
30
)

「
渡
辺
昇
宛
護
翰
」
、
同
右
、
四
、
三

一
〇
頁

(
31
)

「
河
北
俊
弼
宛
書
翰
」
、
同
右
、
四
、
二
七
九
頁

(23
)(「齢

棄

馨

之矯

畷

護

霧

髪

我
今
日
の
開
化
は
真
之
開
化
に
あ
ら
労

+
年
之
後
其
病
を
防
孟

学
校
の
塁

鑑

す
に
あ
ユ

(
33
)

「
晶
川
弥

二
郎
宛
書
翰
」
、
同
右

、
七
、

三
六
頁

(
34
)

「
井
上
馨
宛
覆
翰
」
、
同
右
、

七
、
七

一
頁

(
35
)

『木

戸
孝
允

日
記
隔

二
、

一
二
六
頁
。

一
八
七

一
年

=

一月

一
五
日

の
項

CZ25)119



酬

(
36
)

「杉
山
孝
敏
宛
書
翰
」
、
『
木
戸
孝
允
文
書
』
七
、
六
五
頁

(
37
)

「
杉
山
孝
敏
宛
書
翰
」
、
同
右
、
四
、
三
二
〇
頁
参
照

(
38
)

「杉
山
孝
敏
宛
書
翰
」
、
同
右
、
四
、
三
六
九
頁

(
39
)

「
品
川
弥
二
郎
宛
書
翰
」
、
同
右
、
七
、
三
六
頁

(
40
)

「井
上
馨
宛
書
翰
」
、
同
右
、
七
、
七
〇
頁

(
41
)

『木
戸
孝
允
日
記
』
二
、
三
三
一
一頁
。

一
八
七
三
年

(明
治
六
)
三
月

一
五
日
の
項

(
42
)

「
杉
山
孝
敏
宛
書
翰
」
『木
戸
孝
允
文
書
』
四
、
三
一
二

頁

(
34
)

采

戸
孝
允
日
記
』

一
、
二
八
七
頁
、

天

六
九
年

(明
治
二
)

二

月
六
日
の
項

(
44
)

「
民
選
議
院
設
立
建
白
書
」
『
自
由
党
史
』
岩
波
文
庫
版
、
八
九
頁

繍
養

灘

養

黎

』聾
妬難
繋

娯
戴
離
的風毒
ついて形成ー

の影響ー

ける　
である

鵬
諜

蟻
懇
廼
奪
難
鍔

驚

礁
糠
廉
霧
繕
蕪

鮨灘
轍

辮
灘
薪

ヨ
リ
之

レ
ヲ
畿

ス
ヘ
キ
モ
ノ

菲

ス
。」
(
「
立
護

楚

関
す
る
意
見
書
」
昊

久
保
利
通
文
書
』
五
、

天

四
頁
)

(74
)

「大
蟹

信
宛
霧

」
『木
戸
孝
允
婆

集
』、

δ

責

.
こ
の
板
轟

は
、
民
醤

院
設
立
奮

書
に
先
だ
2

全

年

(明
治
四
と

。
月
の
も
の
で
あ
る
.

鑓

羅

鱗

馨

蠕

肇

趣

一籏

つづ
け
て
「福
沢
(諭
吉
)
等
も
折
粂
訪
候
與

此
度
套

に
懇

棄

必
蕩

政
府
候

様
之
人
品

需

如
此
妻

世
上
海
外
之
人
に
被
知
は
可
肚
之
至
と
申
居
候
.」
と
書
き
記
し
て
お
り
、
民
権
派
に
た
い
す
る
軽
侮

の
気
持
を
か
く
し
て
い
な
㌔

(
50
)

「内
海
忠
勝
宛
書
翰
」
同
右
、
六
、
三
〇
二
頁

(
51
)

『木
戸
孝
允
日
記
』
三
、
ご
五

一
頁
、

一
八
七
五
年

(
明
治
八
)

一
〇
月
二
三
日
の
項

(
52
)

「
青
木
周
蔵
宛
書
翰
」
『木
戸
孝
允
文
書
』
同
右
、
六
、
一
一三
四
頁

(
53
)

「
尾
崎
三
良
宛
書
翰
」
、
同
右
、
七
、
七
四
頁

(
54
)

「
内
政
充
実

・
地
祖
軽
減
に
関
す
る
建
言
書
」
、
同
右
、
八
、

一
八
五
頁

(
55
)

「
大
山
巌

へ
の
書
翰
」
『
大
久
保
利
通
文
書
』
四
、
四
六
八
頁

120C22s)



明治維新の論理と構想

(
56
)

「
国
本

培
養

に
関
す

る
建
議
書

」、
同
右
、
七

、

八
〇
頁

(
57
)

「
行
政
改
革
建
言
書
」
、

同
右
、
四
四
六
頁

(
58
)

「伊
藤
博
文
宛
書
翰
」
『
木
戸
孝
允
文
書
邑
五

、

ご

一三
頁

(
59
)

「
鎭
村

正
直
宛
書
翰
」
、
同
右
、
六
、
三
八
六

貞

(60
)

「伊
藤
博
文
宛
書
翰
」
、
同
右
、
互
、
三
一
、六

頁

(
61
)

木
戸

は

こ
の
よ

う
な
弊
害

の
発
生

に
つ
い
て
、
直
接
大
久
保

に
問

い
た
だ
し
た

こ
と
が
あ

っ
た

、

し
か
し
大
久
保

の
答

は
、
「
今
日
之
時
勢

に
而
は
、

恥
迦
応
か
恥

モ込
、
其
弊
害

は
十
年

か
十
五
年
勲
之
後

に
は
必
其

人
出
候
而
、
改

正
可
致
」

と

い
う
も

の
で
、
木
戸

に
と

っ
て
み
れ
ば

「ば

つ
と
し
た
る
友
人
ら
し
き
論

に
候

へ
と
も
」
、

そ
の
見
通
し

に
は
何
の
保

証
も
な
く
、
納
得

の

い
く
も
の
で
は
な

か

っ
た
。
(「
井
上
馨
宛
書
翰
」
、

同
右

、
五
、
四
頁
)

(
62
)

「
町
村
会

の
速
行

井
に
国
会
開
設

に
関
す

る
意

見
蕎
」
、
同
右
、

八
、

一
ヒ
○
頁

(
63
)

『
木
戸
孝

允
日
記
』
三
、
四
八
〇
頁
、

一
八
ヒ

七
年

(明
治

一
〇
)

↓
月
九
日

の
項

(
64
)

「
岩
倉
具
視
宛
書
翰
」
『
木
戸
孝
允
文
書
』
ヒ
、

三
八
ヒ
頁

(
65
)

「
宍
戸

・
山
田
宛
書
翰
」
、
同
右
、
ヒ
、
三
〇

一
頁

(
66
)

「品

川
弥

二
郎
宛
書
翰
」
、
同
右
、
七
、

一
七

二
ー

三
頁

(67
)

「岩
倉
具
視
宛
書
翰
」
『
松
菊
木
戸
公
伝
』
下
、

二
〇
九

六
-

七
頁

(
68
)

「
国
会
開
設

に
関
す

る
意
見
書
」
、
同
右
、

八
、

一
六
九
ー
ヒ
○
頁

(
69
)

「
宍
戸
磯
宛
書
翰
…」
、
同
右
、

七
、

三
三
三
頁

(
70
)

「岩

倉
具
視
宛
書
翰
」
、
同
右
、
七
、

三
八
七
頁

参
照

(
71
)

「岩
倉
具
視
宛
書
翰
」
、
同
右
、
七
、

二
八
九
-

九
〇
頁
,
な

お

「
町
村
会

の
速
行
井

に
国
会
開

設

に
関
す

る
意
見
書
」
、
同
右
、
八
、

一
六
六
頁
参
照
。

(
72
)

「井

上
馨
宛
書
翰
」
、
同
右
、
七
、

二
〇

二
頁

む

す

び

に

か
え

て

わ伽

最
後

に
、
木
戸
が
構
想

し
た
政
治
体
制

に

つ
い
て
見

る
と
き
、
そ

こ
に
は
以
上

の
べ
て
き
た
彼

の
思
想

の
特
色
が
如
実

に
反
映

し
て
い

る
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
前
述

の
よ
う
に
、
木
戸
が
制
度
化

の
必
要
を
強
く
感

じ
た
の
は
、
維
新
政
府

の
支
配

か
ら
恣
意
性
を
除
去
す

拗



る
た
め
で
あ

っ
た
・

つ
ま
り
・
「政
規
は
雨

の
是
と
す
る
所
菌

り
て
之
を
肇

し
、

暮

存
激

隠
葱

瞬

き

を
禁
い
、
穂

璽

葱

鉱

操

懸

で
畿

恵

訟

期
葱

に
奮

いー
ポ

う
の
が
、
制
度
に
つ
い
て
の
木
戸
の
薬

的
な
考
え
で
あ

.
た
。
木

戸
は
五
ケ
条
誓
文
儀

こ
の
よ
う
な
音
心図
が
内
包
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
。

そ
れ
ゆ
詠

)
天

生
の
霧

」
が

開

化
の
進
む
に
従
て

相
増
し
・
政
府
含

の
霧

は
亦
已
に
戊
辰
年
間
の
事
務
と
其
轍
を
等
し
う
し
て
論
す
可
ら
L
ざ
る
な
ら
ば
、
な
お
右
の
目
的
蓬

す
る

た
め
に
は
・
五
ケ
条
誓
文
を
拡
大
し
て
憲
婆

-婆

農

レ)
を
制
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
木
戸
が
考
え
た

こ
と
も
理
蟹

c
き
ょ

う

　だ
が
そ
れ
と
同
時

に
・
木
戸

の
構
想

に
お
い
て
憲
法

の
も

つ
も
う

颪

の
意
図

は
、
国
民

の
主
体
的
活
動

に
予
測
可
能
性
を
与
え
る

こ

と
に
あ

っ
た
・
聖

主
今

日
の
叡
旨
を
推
す

に
、
里
美

下
を
以
て

蒙

の
私
有
と
せ
ん
や
。

民

と
斯

に
居
り
、

民

と
之
を
守

り
、

国
務
萬

機
統
天

民
に
関
渉
せ
ざ
る
は
な
し
・
況
や

人
民
各
権
利
あ
誰

遭

.
灘

墜

強

鹸

滑

、悪

意

心
凶

民

翁

撚

念

等
・
亦
念

奮

縁

臨
厭

。
歎

箕

嫌

を
記
載
し
、
盟
約
し
藁

制
に
養

す
る
事
を
禁
し
、
相
互
に
従

脇
葱

激

慾

典
慰

島

)
こ
こ
で
の
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
木
戸

は
人
民
の
主
体
的
社
会
活
動
を
大
嬰

真
、
に
容
認
し
トで
う

と

し

て

い
る
が
ゆ

え

に
、

制

度

化

を

と

お
し

て
国

民

の
活

動

に
予

測
性

と
計

画

性

を
保
障

し

よ
う

と
し

た
と

い
、兄
よ
う
。

か
な
め

と

こ
ろ
で
・

大
久
保
と
同
様
・
木
戸

の
体
制
構
想

に
お

い
て
も
そ

の

要

の
位
置
を
占

め
る
の
は
天
皇

で
あ

っ
た
。

そ
れ

は

尊
壌
派
時

代

の
木
戸

の

「
正
気

」
論

の
中

で
の
天
皇

の
位
置
董

ね
合

わ
す

こ
と
が

で
き
る
。
西
欧

の
立
憲
君
主
国
と
対
照
し

つ
つ
、
木
戸

は
次

の

よ
う
に
呆

の
近
代
君
主
制
論
を
展
開

し
て
い
る
・
西
欧

の

一文
明

の
国

に
在

て
は
L、

暑

主
あ

り
と
讐

も
闊
国

の
人
塁

致
協
ム
.
、

其
意

姦

し
て
L
立
法
、
行
政
、
司
法
が
執
行
さ
れ
る
。
宥

司
L

は
国
民

の
立.心志

に
徹
発

て
服
従

し
て
お
り
、

罪

常
緩
色
心
の
際

に
在

り
と
讐

も
・

一
致
せ
る
民
意

の
許
す
と

こ
ろ
に
在
ざ
れ
ば
漫
り
に
挙
動
を
試

む
る
事
能
わ
L
ざ
る
ゾ
」
と
く
、
き
わ

め
て

罠

立.心L
が
尊

重
さ
れ
て
い
る
・

つ
ま
り
木
戸

に
お
い
て
は
、

西
欧
諸
国

の
政
治
体
鯉

非
常

に
デ

モ
ク
一ブ
テ

ィ
ッ
ク
な
イ

メ
ー
ジ
が
与
え
ら
れ
て

い
る
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明治維1新の口甜1浬と手舞遊且

と

い
え
よ
う
。

し
か
る
に
わ
が
国

の
場
合

は
、
二

国
尚

不
化
に
属

し
、
文
明
未

た
冶
ね
か
ら
ざ
」

る
こ
と
を
理
由
に
、

「
暫
も
君
主
の
英
断
を
以

て

一

致
協
合
せ
る
民
意
を
迎
え
、

代
り

て

国
務
を
条
列

し
、

其
裁
判
を
課
し
て
有
司
に
附
託

し
、

以

て
人
民
を
文
明

の
域

に
導
か
ざ

る
を
得

(
4

)

ず
」

と
い
う

よ
う
に
君
主
の
指
導
的
役
割

に
大
き
な
比
重
が
か
け
ら
れ

て
い
る
。
さ
ら

に

一
聖
令
固
よ
り
重
大

に
し
て
、

且
其
事
務

の
重

へ
る

ね

き
、
欧
米
諸
国
に
於

て
民
意
を
罷
し

て
政
を
行

ふ
者

に
毫
も
異

な
L
ら
ず
と
し
て
、

鵬
議
士
」

に
よ
る

「
験
査
」
も

不
要
と
さ
れ
る
。

つ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ま
り
啓
蒙
君
主
と
し
て
の
天
皇

の

…、独
裁
」

に
絶
対
的

な
権
限

と
信
頼
が
賦
与
さ
れ
て
い
る
と

い
え

よ
う
。
晩
年

の
木
戸
が
、
成
年

に
達

ハ
ら

　

し
た
明
治
天
皇

の
政
治
教
育

に

つ
と

め
、

ま
た
皇
室
財
産

の
確
立

に
尽
力
す
る
な
ど
皇
室

の
基
盤
を
固

め
る

こ
と

に
努
力
し

て

い

る

の

は
、

こ
の
構
想

の
実
現

に
着
手
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
木
戸
が

こ
の
構
想

の
条
件

と
し
て
付
し
た
暫
定
性

は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
木
戸

は
次

の
よ
う

に
将
来

に
お
け
る
国
民

の
政
治
参
加

の
意
志
を
予
測
し
、

そ
れ
を
許
容
す

べ
き

で
あ

る
と
し
て
い
る
。
「他

日
、

人
民

の
智
識
愈

々
進
歩

す
る
に
従

ひ
、
人

々
自

主
自
由
の
権

を
得

ん
事
を
欲

し
、
各
国
制
度

の
騰
裁

に
倣

ひ
て
下
院
を
開
き
、

国
民
名
代

と
な
り
て
政
府

の
議

に

参

せ
ん
と
企
る
に
至
る

へ
し
。
此
時

に
當

ら
僕

政
府
と
讐

も
之
を
蕎

す

る
の
理
な
硲
㌍
」
し
か
し
こ
の
欝

の
委
譲
も
あ
く

ま

で

嗣
漸
進
」
的

に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
木
戸
が
考
え
て
い
た
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な

い
。

そ

こ
で

木
戸

は
、

地
方
自
治

こ
そ
国
民
の

「
気
象
」
を
伸
張
さ
せ
る
も

の
で
あ

る
と
考

え
、
教
育
に
よ
る
近
代
化
と
自
治

に
よ
る
政
治
的
能
力
の
油
養
を
重
視

し
、

こ
こ
か
ら
国
民

ハ
ア

ロ

の
着
実

な

国
政

参

加

を
展
望

し

て

い
る
。

　.道

路

・
堤

防

・
橋

梁
等

、

お

よ
そ

各

県

の
以

て
そ

の
民

に
課

す

へ
き

所

の
も

の
は
、

町

に
在

て

は
町

に
議

し
、

村

に
在

れ

は
村

に
議

し
、
衆

心
共

同

し

て
、

し

か
し

て

こ
れ

を
出

さ

し

む
。

こ
れ
、

今

日
も

っ
と
も

民

に
益
あ

る
者

に

し
て
、
他
年
そ
の
整
鐘

従

ひ
、

漸
く
進

め
て
以

て
区
会
、
県
会

に
及
ひ
・
終

に
国
会

に
至
ら
し
埜

天
白
港

「
独
裁

雇

は
・

教
養

と
自
治
能
力
を
獲
得

し
、
議
会
制
度

の
通
路
を
通
じ
て
上
昇
し
て
く
る
国
民

に
漸
次
委
譲

さ
れ
て
い
く
と
い
う

の
が
、
木
戸

の
展
望

で
あ
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っ
た
・
だ
が

天

七
七
年

(明
治

6

)

の
木
戸

の
死
は
、

呈

の

構
想
を
彼
耳

の
手

モ

よ
っ
て
実
現
す
る

機
会
を
永
遠

に
奪

っ
た
の

で
あ
り
・

こ
の
構
想

の
具
体
化
は
大
久
保

お
よ
び
伊
藤
博
文

ら
の
手

に
委

ね
ら
れ
ざ

る
を
え
な
か

っ
た

の
で
あ
.⇔
。

(
1
)

「憲

法
制
定

の
建
.、呈

艮
、
『
木
戸
孝

允

文
書

』

八
、

一
二

一
頁

(
2
)

同
右
、

八
、

=

一三
頁

(
3
)

同
右
、

八
、

一
二
三
i

四
頁

∴
饗
羅
錫
鞭

蕪

姦
難

地饗

醸

稲鱗

為謎

欝
軽

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
・
彼
ら
は
と
も
に
そ
の
晩
年
に
は
蚕

の
政
治
塾

目
に
非
常
な
塾

.心を
も

っ
頂

た
。

語
糧

撫

欝

礁

爆
幼胱繕

強議

と驚

鴎雛

観

難

紅編
騰

を
蓋
す
と

こ
ろ
」

(『
木
戸
孝

允
日
記
』
三
、

一

=
二
頁
)

右
の
木
戸
の
考
え
は
・
当
時
の
輿

偏
重

の
近
代
化

(百

森

近
辺
の
墾

三

た
い
す
.。
批
判
に
も
レ
ろ

い
て
い
.⇔
.

(
8
)

「
国
会
開
設
に
関
す
る
意
見
書
」
『
木
戸
孝
允
文
書
』
八
、

一
七
五
頁

X24(230)


